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  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 一般質問 
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  第 ６ 議案第１０号 南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化 
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     午前１０時００分  開議 

○議長（星 喜美男君） おはようございます。 

  本日、３日目になります。本日も一般質問から入りますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。暑い方は脱衣を許可いたします。 

  ただいまの出席議員数は13人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により議長において、11番三浦清人君、12番菅

原辰雄君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（星 喜美男君） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  通告７番、伊藤俊君。質問件名、１、産業の持続的承継と発展に対する取組は。２、財政力

指数の改善・向上を図るために。以上２件について、伊藤俊君の登壇、発言を許します。伊

藤俊君。 

     〔１番 伊藤 俊君 登壇〕 

○１番（伊藤 俊君） おはようございます。 

  ただいま議長に許可をいただきましたので、壇上から１件目の一般質問を行います。 

  １件目は、産業の持続的承継と発展に対する取組はと題し、当町におけるこれからの産業の

在り方や地域をもっと元気にする方向性を共有するために、議場はもとより町民の皆様一人

一人、当事者意識を持って考えていくきっかけになればと思い、質問を行うものであります。 

  質問要旨については、町の産業、経済活性化を図る上で、今後の重要課題の一つに、事業の

承継と持続的発展をどのように考えていくかが挙げられますが、課題解決の姿勢、積極的な

取組が十分でないとも感じております。 

  人口減少社会における環境的、社会的要因は厳しさを増しているのも事実ですが、震災復興

事業が終わり、持続的な自立発展に向かって進んでいくためには、産業をつなぐ、人をつな

ぐ仕組み、それを下支えする政策を打ち出すことは行政の責務であり、必要と考えるため、
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以下の点について町長、教育長にそれぞれ伺います。 

  １、第２次・第３次産業分野の事業承継対策についての現状の取組は。 

  ２、さんさん商店街、ハマーレ歌津商店街の持続的な発展を図るためには。 

  ３、公共施設の指定管理制度について課題は。 

  以上について、壇上からの質問となります。御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  伊藤俊議員の１件目の御質問、産業の持続的承継と発展に対する取組についてお答えをさせ

ていただきます。 

  初めに、御質問の１点目でありますが、本町における第２次・第３次産業の従事者数は、直

近の令和２年国勢調査では、第２次産業が1,852人、第３次産業が2,910人となっておりまし

て、人口減少の影響を受けていずれも減少傾向にあります。これは、地域経済の持続的発展

に直結する重要な課題であり、町としても強い危機感を持って受け止めております。 

  事業承継対策につきましては、町単独では専門的なノウハウを十分に有していないことから、

相談などがあった場合には、国が設置をしております宮城県事業承継・引継ぎ支援センター

や、日頃から地域事業者と関わりの深い南三陸商工会などの関係機関へつなげているところ

であります。 

  さらに、町内の若手事業者や創業希望者とのネットワークづくりも承継の一助になると考え

ておりまして、今後そうしたニーズがある場合には、積極的にマッチングや連携の機会を創

出してまいりたいと考えております。 

  次に、御質問の２点目でありますが、現在、両商店街合わせて35店舗が営業しております。

各店舗の状況により課題感は様々でありますが、高齢化や後継者不足による事業承継も大き

な一つの課題となっております。 

  町といたしましては、両商店街は、本町のメインゲートウエーとして、観光と地域経済を支

える不可欠な存在であると認識をしております。そのため、株式会社南三陸まちづくり未来

と連携しながら、事業承継支援の強化や新たな起業者の発掘、育成などに取り組み、持続的

な発展につなげてまいりたいと考えております。 

  次に、質問の３点目でありますが、議員御承知のとおり、指定管理者制度は公の施設の設置

の目的を効果的に達成するため、町が民間事業者を含む法人その他の団体を指定して施設の

管理を行っていただく制度であります。 
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  町では、平成18年９月以降、公の施設の管理運営に民間事業者の有するノウハウを活用する

ことにより、住民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的として指定管理者制度を

導入しておりまして、今年度は６施設について指定管理者による施設管理、運営を行ってお

ります。 

  議員の御質問にあります産業の持続的承継と発展に対する取組については、指定管理者の選

定基準に、町内業者の活用や地元雇用などを設けることで、雇用の場の確保につなげており

ます。 

  各施設の指定管理者において、多様化する住民ニーズに柔軟に対応していただくことで、施

設の活用を促進し、地域の魅力の発信や地元産品のＰＲ等により、町の産業の発展に寄与し

ていただいているところであります。 

  課題といたしましては、資材価格の高騰、賃金上昇等の社会情勢の変化により、施設の運営

経費が上昇し、指定管理者が行う運営に支障を来すおそれなどが挙げられますが、町といた

しましては指定管理者と協議を重ね、安定した施設運営のために必要な措置を行うとともに、

産業をつなぐ、人をつなぐ仕組みづくりについても、引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。 

  続いて、教育長から答弁をさせたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 小松教育長。 

○教育長（小松祐治君） おはようございます。 

  それでは、私から伊藤俊議員の御質問の３点目についてお答えいたします。 

  議員御承知のとおり、教育委員会が所管する施設では、スポーツ交流村及び平成の森管理運

営に指定管理者制度を導入しているところであります。 

  制度の基本的な側面につきましては、先ほど町長から答弁がありましたとおり、教育委員会

といたしましても、効果的な住民サービスの一つとして取り組んでいるところであり、指定

管理者の募集に際しては、地元からの雇用確保に一定の配慮を求めております。 

  また、地域経済への直接的な波及効果については、現行制度の運用において明確な位置づけ

とはなっておりませんが、今後、制度運用の見直し等の中で、そうした視点を取り入れてい

くことも重要であると認識しております。 

  教育委員会といたしましては、今後とも既存制度の枠組みの中で、地域に根差した教育、ス

ポーツ施設としての機能を維持、発展させていくよう、適切な管理運営に努めてまいります。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 
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○１番（伊藤 俊君） では、御答弁いただきましたので、自席より質問を続けてまいります。 

  今回は、産業というのは第１次から始まって様々な分野がありますが、第２次・第３次産業

分野を中心に、町長の考えを伺うこと、そして単に考えに対しての問いや提案だけではない、

冒頭にも申し上げましたが、町民の皆様にも、やはりこの重要課題を議場での議論をきっか

けにして一緒に考えていただきたいなと。そして、今後も継続的に取り組んでいくための一

体感をつくることも、今回のこの質問テーマの目的と考えております。 

  その取組が不十分に感じてしまうと要旨の中で言及させていただきましたが、情報不足も要

因ではないかなと思いますし、不十分と感じるのはそれぞれの価値観でもありますので、ど

のレベルかというのはここでは一概に決めることはできません。ただ、議論することで、情

報発信、情報共有につなげればと思います。 

  そして、どうしても山積する課題はネガティブ、マイナスに捉えがちですが、私は南三陸町

の大きな多様な面白い可能性のある産業を持続的に発展させていくことはできると思ってい

ます。 

  ちょっと質問に入る前に、実は昨日も、昨晩、入谷にて野菜と桑の実のパウダーの勉強会が

ございました。定員をはるかに超える人が集まりまして、皆さんの熱意も感じましたし、ま

た面白かったんですね、実際。そして、地域発展の可能性も感じました。そういったところ

をやっぱりつないでいくというのは、本当にできることなんじゃないかなと思っております。 

  ただ、やっぱりそれをつないでいくための事業承継対策ということで、まず最初にお聞きし

たいのは、改めてもう一度、その重要度について町長の所感を伺いたいのですが、いかがで

しょうか。（「何ですか」の声あり）重要度ですね。事業承継対策の。（「重要度」の声あ

り）はい。お願いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） そういった地域産業の重要度ということですが、基本的に私、一番は雇

用を支えていただいているということが、新規産業をしっかり守っていく上において非常に

大きなウエートを占めていると思いますので、どうしても企業が、あるいは事業が廃業とい

う形になってしまうと、そこで一生懸命働いていただいた雇用が失われるということが、地

域経済にとっては大変大きな問題だろうなというふうに思っておりますので、そういう意味

において、今、伊藤議員の質問については、なるほどそうだなという認識を持ちながら、お

聞きをしておりました。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 
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○１番（伊藤 俊君） 町長の所感を伺いましたが、テーマを、話を続けるための基礎データと

しては、ちょっといろいろ調べてみたんですけれども、当町は中小企業等への振興対策を検

討、構築するために、2015年に、今から10年前なんですけれども、11月に行われた南三陸町

企業・事業所実態調査というものがありました。ただ、それ以降、大々的にじゃあ調査が行

われているかというと、そういうところがちょっと見られなかったというところがありまし

た。もちろん商工会と町で連携して、事業所に対してはいろんな指導なりアドバイスなり調

査なりが行われていると思うんですが、2015年当時とやっぱり今では状況も違いますし、経

てきたやはりその積み重ねの変化というものもあると思うので、改めてになりますが、それ

以降に実態調査を実施した実績というのは、まずあるかないか、お伺いしたいのですが、い

かがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） それでは、私のほうからお答えさせていただきます。 

  2015年と同様の実態調査というのは、それ以降実施はされておりません。毎月開催されてお

ります南三陸町中小企業・小規模事業者等振興基本条例に基づく円卓会議の中では、定期的

な調査が必要ではないかということで、実は2015年から５年後、2020年に改めての調査のお

話が出たのですが、矢先のコロナという状況であったので、一旦その様子を見て、見送って

いるという状況です。 

  円卓会議については、今も継続して毎月一度、意見交換の場として開催しておりまして、そ

の中でも話題は出てきておりますので、今後早い段階で調査の実施を検討してまいりたいと

思います。 

  また、この実態調査のほかに、南三陸商工会に事業補助金を出させていただいておりますけ

れども、その成果実績報告としては、町内の事業者様における実態というのは共有をさせて

いただいているところです。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 町と商工会の連携はされているということで理解はしております。 

  そして、やはりコロナが影響したことによって、今現在どうかというのが、実はなかなかつ

かみづらくなっているのではないかなということも考えられますし、あとはやはり商工会の

会員以外の皆さんの事業所をどういうふうに拾っていくかというのも一つの課題ではないか

なというふうに思います。 

  アンケート実施が、実はベストではないと考えております。というのは、やはり項目が決め
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られていて、それについて答えていく形式ですので、なかなか本当に本音を思っているとこ

ろがじゃあ引き出せるかというと、自由記述というものは、なかなか拾えるようで拾えない

なというのが、ほかのアンケートを見ていてもちょっと見受けられるので、いろんな何でし

ょうね、円卓会議の言及もありましたけれども、ワークショップ形式なのか、それとも本当

にざっくばらんな懇談会なのか、様々な形式を探っていく中で、ぜひ実態調査というものは

お願いできないかなというふうに思いました。 

  もう一つ理由がありまして、実は実態調査、2015年のものを見ますと、やはり当町の会社を

起こされている方々の、ほぼ大きなウエートを占めるのが、やはり1970年から1990年に起業

された、ちょうど今、団塊の世代前後の方々が本当に中心となって経済を支えているという

こともあります。その方々が、いよいよ次代に向かって継いでいくタイミングではないかな

と。やはりこのタイミングで、もう一度何かを仕掛けていくためには、ある程度の基礎デー

タというのは必要かなというふうに思って言及いたしました。 

  それで、先ほどの答弁の中では、その対策の一つとして、町には専門機関がないということ

で、宮城県の事業承継・引継ぎ支援センターのほうにつないだり、商工会のほうにというこ

とで御答弁いただきました。 

  もちろんこれは個別のケースが様々あって、相談内容とか、いろいろ事業者さんの事情も

様々ですので、一概に答えは出せないのかもしれませんが、県に相談している利用状況とい

うのは、町のほうでは把握されているのでしょうか。（「ちょっとその前に」の声あり） 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今、伊藤議員が、今活躍されている方々が団塊の世代、あるいはそれに

近い方々というお話ですが、全くそのとおりでして、実は私も昔は商工会の青年部長をやっ

ておりましたが、旧志津川町です。そのときで、部員がもう70人ぐらいで、県下ナンバーワ

ンの人数だったんです。今、志津川と歌津が一緒になって商工会の青年部がありますが、人

数は非常に少なくなっているということがありますので、昔はある意味、昔のこと言うと年

取ったなと思うんですが、基本、後継ぎの方々って一回外に出るんです。でっち奉公みたい

に出ていって、そして帰ってきて後継ぎとなるんですが、今は出ていって帰ってこないとい

うのがあって、この後継ぎの問題というのは、多分南三陸の産業、いわゆるこういった事業

というものについて非常に懸念を示しているのは私だけではなくて、当該事業者の皆さん方

も同様な懸念を持っているということですので、御指摘のようにそういう現実があるという

ことだけは、私も同じような認識を持っているということであります。 
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○議長（星 喜美男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） それでは、相談センターの利用状況なんですけれども、南三陸

商工会経由でセンターのほうへおつなぎした実績が、令和６年度ですと２件になっています。

過去を遡っても、大体年間２件から３件という形になっています。 

  また、これは南三陸商工会を経由してというお話をさせていただきましたけれども、先ほど

のアンケートにも通ずると思うんですけれども、今南三陸商工会の会員が６年度末で425名に

なってございます。後ほど決算でも出てきますけれども、商工会への事業補助の中で、商工

会の職員が年間で1,000回を超える巡回指導というのを行っております。その中から、事業承

継につきましても、希望、相談があったものをつないでいくというところですので、地域の

状況という意味では、タイムリーにそういった情報が入ってきているものと認識しています。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 一定数の方はそのような事業承継対策を考えておられていて、相談にも

つなげているということで理解いたしましたが、やはり数的には多いかというと、そうでは

ない。重要であるんだけれども、実はそこまで至っていないというのもまた数値から見える

ことかなというふうにちょっと思いました。 

  2015年の話に遡ってしまうと、今とはどうしても状況が違うので話がずれてしまうんですけ

れども、2015年の実態調査のときにも、やはり廃業を考えておられる方々もやっぱりおられ

ましたし、それは数字として現れておりましたし、あとは実はそこの項目で、分からないと

か、そんな先のことは考えられないという項目も一定数あったんですね。じゃあその方々が

今どうなっているのかなというのは、やはり重要な問題ではないかなというふうに思います。 

  事業承継セミナー等も、県内各地で行われているようでございまして、ただこの気仙沼・本

吉地域においては、実は今年１月に気仙沼で開催されたのが４年ぶりということで、この10

月も開催予定になっているようでございますが、情報として皆様にしっかり伝わっているか

どうかは、ぜひしっかり伝えていただければというふうにお願いするしかないんですけれど

も、こういったところをぜひ改めてではありますが、お願いしたいところではございました。 

  事業承継対策は、もちろん町、産業団体、商工会含め、金融機関、あと国との連携は欠かせ

ないと思っております。国としては、東北経済産業局であったりとか、中小企業基盤整備機

構というところが中心になって、自治体関与型の事業承継支援モデル構築展開事業というも

のをやっていらっしゃるとありますけれども、当町においてその自治体関与型の事業承継モ

デルのスキームは今後つくられるのでしょうか。 
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○議長（星 喜美男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） お答えさせていただきます。 

  まず初めに、先ほどお話しした１月、10月のセミナーの開催については、町のほうから商工

会を通じて会員皆様にはお知らせをさせていただいております。 

  それから、そのモデルの採用についてなんですけれども、確かにマニュアルというか、それ

の導入というのも一つの方法だとは思うんですけれども、この事業承継に関しましては、特

に地方の小規模自治体というのは古くから、今もですけれども、親族内の承継というのが主

に行われている状況でございます。その中には、承継するにしても、非常にナイーブな問題

が多くありまして、ひとえにマニュアルどおりにこういう事務で進めてくださいというもの

ではないという認識でおります。 

  ですので、先ほどもお話ししたように、やはりそれは一件一件対話を重ねて、それぞれの状

況に応じた支援策というのが必要ではないかと、そちらを優先すべきではないかと考えてお

りますので、今すぐすぐのモデルの導入というのは予定にはございません。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 逆にそういう答弁であってよかったなというふうに感じました。いろい

ろデリケートな問題も抱えておりますし、事業承継するにしても、単にその親族で、さっき

町長は後継ぎとおっしゃいましたけれども、だけではなくて、世の中を見渡せばいろんな方

法で企業を存続させるという方策は取られているようでございます。 

  ただ、当町においてはじゃあどうかというと、この後の３番のお話にもつながってくるんで

すけれども、やはり単に経済的な承継だけじゃなくて、いろんなものも含めて、いいものを

やっぱり残していこうというのも必要ではないかなというふうに思いますので、逆にそうい

った形で進めていただく現状であったほうがいいのかなと。またそれがもし問題があれば、

改善していけばいいだけの話かなというふうに思っております。 

  ただ、基本的には、事業承継対策において、行政側ではなくて、あくまでイニシアチブは法

人、事業所がやると、主体はそちらがやるということになりますので、どうしても相談ベー

スになってしまう面も否めないかなとは思うんですが、ただやはり相談支援から、せめて伴

走支援にしていくような仕組みは必要ではないかなというふうに思っております。 

  後ほども言及しますけれども、当町の中小企業振興基本条例で、行政の役割としては、４条

と５条にそれぞれ定められていて、しっかり実は役割分担がされていて決まっているという

のは、これは当町の強みではないかなというふうに条例を見て感じました。 
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  遡れば2014年12月の定例会において、三浦清人議員が一般質問で必要性を提言して、そこか

ら始まったというふうな、いろんな段階を経てつくられた条例ということが分かりましたの

で、それをやっぱり弾力的に運用していくのがこれからかなと。つくった、運用しています、

でもやっぱりそこでまた社会的な情勢も変わり、いろんな環境も変わっていますので、もう

一つ次の段階の弾力的運用の段階に今来ているんじゃないかなというのが、事業承継対策も

含め感じている部分でもございます。 

  円卓会議のことを聞こうと思ったんですけれども、先ほど定期的にというか、毎月開催する

ということがありましたので、そこは引き続き鋭意皆様でネットワークをつくりながら、い

ろんな共有を図り、発展性を持っていただければというふうに、その円卓会議についてもお

願いを申し上げたいと思います。 

  では、ちょっと質問内容を若干変えまして、条例が形骸化しないための継続的な情報発信、

または条例の中では町民の理解協力も非常に大事な要素になっていると理解しています。合

併20年の年の次の10年は地域の底力が試されるというふうに思っておりますが、さらに踏み

込んで、事業所を守るために、さっき言った法人とか事業所が主体ではあるものの、それを

前提としながらも、やはり事業所を守り続けるための連携強化というのは必要と考えます。

その連携強化の部分について、何かお考えがあればお聞きしたいのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 連携強化ということになれば、基本的には町直接という部分もあります

が、実は機動的にそれを運用しているのは商工会です。例えば、各南三陸町産業団体があり

ます。漁民の皆さんにとっては漁協がそういった身近な相談相手になっておりますし、農業

をやっている皆さんにとっては農協がその役割を担っている。それで、商工業を営んでいる

方々にとっては、商工会がそういった指導的な役割を担っていただいているということです

ので、ある意味直接町が一つの企業、一つの企業ということだけではなくて、そういった商

工会がしっかり機能を果たしてもらって、商工会と町がしっかりそういった情報を共有しな

がら、方向性、課題、そういったものについて向き合っていくということが非常に肝要なこ

とだろうなと思いますので、これはもう昔からといいますか、ずっとこういう体制を取って

きておりますので、今後こういった体制を進める上において、まだ不足の部分があれば、こ

れはまたいろんな対策を講じながら進めていくということが必要なんだろうなというふうに

思います。 
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○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） そうですね。まさに連携するために必要なことは、連携強化はもちろん

大事なんですけれども、あまり複雑にしないこと、単純にラインでしっかりつなぐことだと

いうふうに思いますし、その中で共有すること、方向性を示し歩むことがやはり大事じゃな

いかなというふうに、町長の答弁を聞いて思いました。 

  商工会が窓口となっていて、相談窓口の明確化であったりとか、情報共有、経営支援プログ

ラムをつくるにしても、いろいろ対応する機関が違えば、なかなかちょっと問題解決もあっ

て進んでいかないかなというふうにちょっと感じていまして、商工会の会員の皆様は、ある

程度それで担保されているような形になっていると思うんですが、やはりそれ以外の方々も

多いというのが町の実態ではありますので、これはちょっとできるできないではなくて、先

例とかいろんな事例を見ますと、やはりコアとなるハブ機能を持っている、そしてコーディ

ネート機能を持っている、ビジネスセンターなるものを設置して、いろいろ事業承継とか経

営支援だけじゃなくて、広報であったりとか、もちろん金融相談もそうかもしれません。

様々な相談事を気軽にお受けしながら伴走支援する組織というものも、他方では存在するよ

うでございますが、設置検討とかはされたことはあるんでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） ビジネスセンターの設置につきましては、検討等はしてござい

ませんで、議員おっしゃるその役割が、まさに商工会であるという認識です。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 昔、商工会の会長をやっていたものですから、ＰＲを兼ねてお話をさせ

ていただくと、商工会、昔の会員は600名を優に超えておりました。700名ぐらいあったとき

もありますが、今現在400名ちょっとということになりますので、商工会に入っていない方々

がいらっしゃるということですので、でき得れば商工会にぜひ加盟をしていただきたいと私

は思っている。やっぱり組織がしっかり大きくなっていくと、それなりに商工会としての力

量といいますか、そういうのが、力がついてまいりますので、商工会に加盟すれば様々な情

報も得られますし、あるいは一番の金融、こういったものの手助けというものがありますの

で、ぜひ入っていない企業、事業者の方々には商工会に入っていただいて、様々な相談事、

乗っていただくということが非常に大事だなというふうに思います。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 今回は事業承継対策をメインに取り上げて、いろいろお聞しましたけれ
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ども、冒頭申し上げたとおり、これは打ち上げ花火じゃなくて、これからまたスタートかな

というふうに思っておりますので、また様々いろんな方々といろんな意見を交わし合いなが

ら進めていきたく思いますので、ぜひ条例の弾力的運用も含め、いろいろまたアクションを

起こしていただくというふうに思いながら、１つ目を終わりまして、次２つ目に参ろうと思

います。 

  さんさん商店街、ハマーレ歌津商店街の持続的な発展ということで、先ほど御答弁いただき

ました。この質問項目については、やはりこのタイミングで確認しなければいけないかなと

いうふうに思いました。 

  2017年に商店街がオープンしまして、2027年で10年を迎えるということになります。10年と

いうのは、ある意味、先ほど35店舗入っていらっしゃるということでしたが、各店舗の契約

期間が一旦満了するというタイミングでございまして、じゃあ10年来たから何か取り組まな

きゃでは遅いと思いましたので、ちょっとここでいろいろとお聞きしようと思ったわけなん

ですが、連携はもちろん密にされていると思うんですが、町と株式会社まちづくり未来の関

係性というか、どういうふうに、例えばこういうことをやっていきましょう、これは改善し

ましょうとかという、その関係性があるのかないかという言及できる部分をお示しいただき

たいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 関係性ということになれば、町は株主です。半分弱、ちょうど半分かな。

ちょっと切るかな。（「４分の１」の声あり）４分の１。失礼しました。そんなに大きな株

主ではありませんでした。 

  ４分の１の株を持っておりますので、そういった意味においては、経営の方々にとって、

我々として意見を申し述べる立場にはあるというふうに思いますが、ただ基本的には４分の

３がいわゆる会社経営者の方々の株ですので、そういった方々の意向というのはどうしても

最優先にならざるを得ないんだろうというふうに思います。 

  今、10年ですね。さんさん商店街、ハマーレ歌津商店街で、ここはやっぱり問題だなと思っ

ているのは、10年契約です。間もなく切れる。更新の時期に入ってきているんですよ。そう

しますと、10年前はまだ60歳の人が今70歳にならんとしていて、これからじゃあ契約期間が

どれぐらいで更新するかちょっと分かりませんが、例えば10年というと次80歳になっちゃう。

そうすると、果たして今はまだ元気だ。ところがこの先10年、経営者としてやっていけるか

ということになりますと、ここはなかなか思い切ってというわけにはいかないというふうな
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場面も多々出てくるんだろうと思います。 

  まちづくり未来のほうでも、今回は10年の契約更新なのか、あるいは５年の更新なのか含め

ていろいろ検討はしているようでございますが、そういう問題でも実は今携わっていってい

るというところでございます。 

  どうしても地方の中小企業の経営者というのは、自分の親族に次を継がせるという意識が非

常に昔から強いということですので、自分で終わったら自分の代でやめるかという方々も、

思いとすれば持っている方は結構いると思います。 

  ただ、そうではなくて、さっき言ったように、事業承継するということは、自分じゃなくて、

例えば経営の考え方がある意味同一な方向を向いているのは従業員の方々ですので、従業員

の方々にあとは一切譲るとかという、そういう一つの手だてもあるだろうと思いますし、な

かなかこの地方で、いわゆるＭ＆Ａという形というのは、なかなかこっちの地方のほうでは

ケースとしてないのかなとずっと思っていたんですが、実は実際に今町内で、Ｍ＆Ａで会社

を譲り渡している方々もいらっしゃいますので、そういったとにかくどういう方策でもいい

から事業承継をしっかり守っていくということが非常に大事だと思いますし、今言ったさん

さんもそう、ハマーレもそうなんですが、そういう方向性の中で、どうやって次の世代につ

ないでいくかということが、今ちょうど、何ていうのかな、厳しい環境の間にあるなという

ふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 質問しようと思っていた内容のほとんどを町長が御答弁されてしまいま

したので、ちょっといろいろまた聞いていきたいと思うんですけれども、本当に課題が今、

本当に遠い先の話じゃなくて喫緊に来ているということでもありますし、一番やっぱり観光

的な面でいうと、本当にイメージというのがかなりこうなんでしょうね、今の世の中、ＳＮ

Ｓ等も駆使されていますので、先行してしまうので、どうしてもその抜け落ち、ちょっと言

い方悪いですね。空き店舗が生まれてしまうとか、はたまたやっぱり最初は皆さん復興応援

でたくさん来ていただいたものも、だんだんやっぱり同じ店舗が続いたとしても、やっぱり

ニーズというものは変わっていくとすれば、マンネリ化にもつながっていくという課題もあ

ると思いますし、そういった中でいかに持続的発展をしていくかというのは、本当に考えな

ければいけないかなというふうに思いますし、まずはその10年という区切りの中で、次、次

ですね。本当に次につないでいくためのいろんな策はやっぱり講じなければいけないのかな

というふうに今思いました。 
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  今、町長からは、いろいろ課題もおっしゃっていただいたんですけれども、とはいえ、さん

さん商店街とハマーレでは、またちょっと特徴も違うということで、特徴も違えば抱えてい

る課題も若干変わってくるのかなと思うんですが、もう一歩踏み込んで、さんさん商店街の

課題、ハマーレ歌津商店街の課題、それぞれもう少し何か挙げるものがあるとすればお示し

いただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 私個人的な思いなので、公な形ということではなくて、はたから見てい

て思っているのは、やっぱりさんさんの一つの課題というのは、夜営業していないというこ

とがあります。やっぱりああいった商店街と打っている以上は、夜間も営業している店がな

いと、なかなか地元の人がまず行かなくなってしまうということがありますので。お盆期間

は大変忙しくて、３時頃で飲食店は店を閉めるとかってありますが、そういったケースは別

として、普通の場合には、例えば商店街で食べに来る方々がいて、食事難民というのが出る

んです、実は。食べるところがないということですので、例えばさんさん商店街の中で、お

互いに店が、今日はうち夜９時までやるよとか、そういう形の中で、食事をする店が必ず１

軒はあるということもしておかないと、だんだん夜のお客さんが遠のいてしまうというのが、

さんさんの一つの課題かなというふうに私は見て思うんです。 

  それから、ハマーレのほうで人を呼ぶというのは、やっぱりイベントを打つということが大

事だと私思っている。もともとハマーレ歌津、地元の人向けというような店舗展開になって

おりますので、そういう形の中で、確かに観光客がなかなか来ないと、どうしても人いない

ねというお話になりますが、基本あそこは地元の方々向けという店舗展開をしていますので、

そういう意味ではちょっと人いないねって話になりますが、ただ、人を呼ぶというのは、や

っぱりこれ両方の商店街もそうなんですが、人を呼ぶ仕掛けというのをやっぱり継続してや

っていくというのは、すごい大事なことだと私は思っているんですよ。やはりただ待ってい

て、お客さんが来る来ないではなくて、自分たちでお客さんを呼ぶ仕掛けをしっかりつくっ

ていくということが非常に大事なんだなと私は思っております。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） それぞれその課題は一律ではないので、これもまたそれぞれそれぞれで、

そこに入っている店舗の皆様と一緒になって考えていくべきものと思いますし、町としては

株主ということもあって、ある程度、株主としての責任も果たしていくことはやはり重要で

はないかなというふうに思います。 
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  空き店舗対策としては、新規店舗の募集はもちろん随時行われているというふうに理解して

いるんですが、新規店舗の募集というのは、ある意味待ちの姿勢、待っているというか積極

的にプロモーションするというよりかは、応募を待つような感じとどうしても受けてしまう

んですけれども、その募集の仕方も含め、そしてまたそれ以外に何かこう店舗の活用策とい

うのは検討されるものなのかどうかという部分の考えをお聞きしたいと思うんですが、いか

がでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） 空き店舗の対策ということで、こちらは、募集についてはあく

までも、まちづくり未来のほうでホームページ等々を活用して行っているという状況で、待

ちの状態になっているかということなんですけれども、問合せが全くないわけではなくて、

実は現在も数件、問合せや内覧なども行っておりますが、様々条件ございますので、その中

で随時検討をしていただいているというような形です。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 問合せはあるということで、先ほどちょっと言ったイメージにもつなが

ると思うんですけれども、埋めるだけでもいけないかなと思っているんですが、まずは本当

に商店街が画期的に盛り上がっていくような土台となるのは、やはり店舗が入ることだと思

いますので、そこはまたプロモーションの工夫などもぜひお願いしたいなというところでも

ありますし、やはり私も足を運んでいますけれども、夜やっぱり寂しいなというのは感じる

ところで、もちろんお祭りのときは、にぎわいというのはもちろんあるんですけれども、そ

れがやはりオンシーズン、オフシーズン問わず、何か人が来ていただけるような工夫という

のは、まだまだ工夫の余地はあるかなというふうに思っておりますので、ぜひいろいろ検討

をお願いしたいところでございます。 

  これはあくまで事例でございますので、採用するしないは、もちろん考えもあってしかるべ

きだと思うんですけれども、他方では今、課長おっしゃったように、いろんな応募はあって

も壁があるというのは、やはり経済的な面であったりとか、環境的な面であったりとかとい

う部分、複合的な要素があるので、どれがどれとは言えませんけれども、契約期間、保証金、

家賃というのも、一つのやっぱりハードルを越えるためには、どうしても考えなければいけ

ないのかなというのはちょっと感じていました。 

  それで今、先ほど答弁の中では、10年更新、５年更新もちょっと検討されているということ

で、その辺もどちらもできるような例えば選択肢を持つとか、もっと言えば、いろんな自治
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体のほうでチャレンジショップ制度なるものも行われているようでございまして、例えば１

年限定、２年限定というやり方ももちろんあると思いますし、それに対して若い方を応援す

るために補助制度をつくってらっしゃる自治体もあるということで、いろいろまだまだやっ

ぱり工夫があるのかなというふうに思っておりますが、端的にチャレンジショップ制度を官

民連携で検討することはできるのでしょうかという質問でございます。 

○議長（星 喜美男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） まず初めに、契約期間だったり家賃、保証金の問題も、私たち

もやっぱりそういった課題、ハードルは大きいかなと感じております。ただ、株式会社でご

ざいますので、そちらのほうで内容の決定、検討はしていただいているというところを御了

承いただきたいと思います。 

  また、チャレンジショップについてなんですけれども、実は空き状況が続くなあと見越され

る時期に、町とまちづくり未来も、そういった新たな起業者の創出という部分でも活用がで

きないかという検討、相談、既にしております。ただ、まちづくり未来として、今年度から

月ごとに部分貸しをするという形に、皆さんのほうで相談して決められたということですの

で、そこに町があえて介入するのではなくて、直近の事例ですと、この７月、８月で昆虫展

なんかが空き店舗を活用して開催されておりますけれども、そういったのも次への機会創出

になるのかなと思って、町のほうでも後方支援はしていきたいと考えております。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 本当にいろいろできるんじゃないかなと思います。チャレンジショップ

を採用したからといって、何かが解決するわけでもないと思いますし、当然メリット、デメ

リットもありますので、そこはまちづくりの皆さんも株式会社という性質上、いろいろやっ

ぱり検討は必要だと思いますし、ただもっと言えばですね、例えばこれは個人的所感も入っ

ているので、あまりいいか悪いかは別として、空き店舗があります、それでお祭りのときに

その空き店舗はいろいろ控室とか休憩場所としても活用されているようでございますが、お

祭りの日だからこそ何かお店を出したい方々に対して、１日レンタル、例えば今、月ごとの

部分レンタルというのも始められるということであれば、例えば本当に１週間ウイークを設

けて、そこはこの商品がここで行けば買えますみたいなことをうまくメディアと連携すれば、

もっともっと面白くなるんじゃないかなというのは、月ごとの部分貸しという方策を聞いて、

さらにそこの細分化は、簡単ではないかもしれませんけれども、でもできなくはないかなと

いうふうに思いましたので、いろいろ探っていただきたいなということも提案しながら、２
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つ目を終わりたいと思います。 

  では、３つ目の公共施設の指定管理制度について、ちょっと話を移していきたいと思うんで

すが、現在町内では６件の指定管理団体がございます。今回なぜ事業承継対策も含めた産業

の振興に、何で公共施設の指定管理制度を取り上げたかというのは、皆さんも何でと思った

方ももしかしていらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、先ほど答弁にもありました

とおり、指定管理団体とはいえ、町の産業経済についてはかなり大きな要素を占めるんじゃ

ないかなというふうに思っております。 

  町の産業を持続的に発展させていくために、指定管理制度を取り巻く環境課題解決も、やは

り大いに関連していることと思って今回質問に出させていただきました。特に、町内におけ

る経済循環、人材育成とか事業育成の視点から、町と町内事業所の連携というのは、単にそ

の産業振興にとどまらず、公共施設の指定管理団体が持つ要素として、地域コミュニティー

の創生ですとか、子供たちの教育にもやはり波及効果があるというふうに思いますので、こ

こはやっぱり重要じゃないかなというふうに思っております。 

  それで、町内事業者、団体が指定管理を受けても、維持できなければ、当然外部の法人事業

所になっていく傾向というのは、これはほかの自治体を見てもそうではないかなというふう

にちょっと見てとれます。適切な維持管理をまず前提としているので、適切な業者選定はも

ちろん進められていると思うんですが、やはりもう一つ公共施設が持つ特性としては、地域

の歴史や文化を生かした施設運営もやっぱり望まれるというふうに思います。 

  その点について、この制度について、どういうふうに考えていらっしゃるのか、まずお聞き

したいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（岩淵武久君） 指定管理全体といった部分で考えますれば、もちろん立地する地域

地域の歴史ですとか、そういった部分からすれば、その地域の振興に加えまして、将来に向

けた教育といった部分にも影響しますので、御指摘のとおり何もその費用対効果といった部

分だけで指定管理者制度を導入しているわけではございませんので、そういった付加価値と

いいますか、山村振興ですとか、そういったものに加えて、教育といったことで、その地域

の歴史といったものをつないでいくといったことにも寄与いただいているものと考えており

ます。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） いただきたかった御答弁でございました。指定管理制度とはいえ、本当
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にこれも事業という経済的面だけじゃなくて、本当に総体的なものをつないでいく施設の意

味合いもあるのではないかなというふうに思いますので、ぜひそこは鋭意これからも続けて

ほしい部分ということもありますし、いろいろその選定条件というのはもちろんあることは

理解しているんですけれども、公募選定における、例えば地元事業者の優遇または緩和措置

というのは、応募条件を見る限りは、そこまで詳しくは言及されていないんですけれども、

そういうことは考えられないものなのでしょうか。 

  特に、これは教育長にも、もしお答えいただけるならばお答えいただきたいんですが、特に

教育委員会所管のスポーツ施設について言えば、今後ますます町民のニーズに応えていくこ

とが求められるというふうに思います。具体的には、特に中学校の部活の地域移行課題にお

いては、現状、話が長くなるとあれなので簡潔に言いますけれども、今年から１年生が任意

加入になって、いろいろまた環境変化が起きている。いろいろ地域の方が部活動を担うにし

ても、学校施設が使えるかというと、やっぱりなかなか使えないと。じゃあどこで練習する

のみたいな言葉もよく聞かれます。一つ二つではなくて。 

  そういう意味では、スポーツ施設においても、そういった要求に応えていくことが必要では

ないかなと思いますし、過去の一般質問でもやっぱり言及していますけれども、スポーツツ

ーリズムの推進であったりとか、大きい施設ですから、特にスポーツ交流村、平成の森は。

防災機能のアップデートであったりとか、単にその施設の維持管理にとどまらない、本当に

施設運営を地域と密着してやっていかなければいけない段階に来ているのかなみたいなこと

は感じまして、もう一回質問に戻りますけれども、そういう意味で、地元のことをよく分か

っていらっしゃる地元事業者に対して、応募する場合は、何かそういう条件の付加はできな

いものなのかなというのをお聞きしたいんですが、どうでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（岩淵武久君） 全体の部分で申し上げますと、当然その募集要項で定める条件等に

ついては、その都度、その時々の状況に応じて最適な枠組みといったことでお示しをさせて

いただいてございます。 

  例えば、一例となりますけれども、ひころの里といった施設であれば、何も範囲を狭めずし

ても、あの地域の歴史といったものをつないでいく上では、やはり地元の方々といったこと

が、適不適といった言葉が適当かどうか分かりませんけれども、最適であるといった考えは

働きますし、そういった考えの下、やはり応募される方々の団体のそれぞれの意思といった

ものが確実に確立されてくるんだろうといったことで、我々のほうでは選定作業等はさせて
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いただいているといったところでございます。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） そういう要素も必要かなというふうに思いましてお聞きしたわけなんで

すけれども、町内の指定管理施設については、本当にそれぞれ特徴を伸ばせばもっともっと

よくなるのかな、よくなるのかなという言葉はおかしいかもしれませんけれども、もっとも

っと施設の運用というものが発展的になっていくんじゃないかなというふうに思っていまし

て、それが町外の業者さんがじゃあ指定管理団体になったからといって途切れるかというと、

決してそんなことはないとは思うんですけれども、とはいえ、やはり町内の本当にそれまで

つないできた方々が、逆にそのイニシアチブを取れるような環境になれば発展的になってい

くのかなというふうに思いまして、そこはいろいろまた今後も検討をぜひ重ねていただきた

いなというふうに思います。 

  そして、その指定管理者側に立てば、どうしてもその維持管理業務と自主事業の業務のバラ

ンスの取り方が非常に難しいかなと。維持管理はちゃんとしなければいけない。でも、やは

り民間事業者としては、自主事業で、ある程度利益を得ていかないと、なかなか長続きして

いかないという現在の指定管理者制度の本当にある意味デメリットの一点かもしれませんけ

れども、そのバランスをどう評価するかで、５年間という期限は決まっていますから、切れ

たときに、再度応募できる動機があるのか、応募したくなるのかという部分というのは、や

っぱり非常に大きなことかなというふうに思います。 

  だからといって自主事業ばっかりやってしまっては維持管理がままならないというのが、そ

の事業所内の人的資源において、またちょっとバランスが崩れている要因でもあると思うん

ですけれども、その点について、自主事業に対する評価、民間事業者としての利益確保をど

こまで町として見ているのか。その現状というものを可能な範囲でお聞きしたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 農林水産課で２つの施設を管理しておりますが、そのうちひこ

ろの里で申し上げますれば、基本的には、やはり指定管理者制度というのが民間のノウハウ

を活用して住民サービスを充実させていくというのが主たる目的だと思っておりまして、自

主事業の位置づけというのは、その本来的な部分への波及といいますか、より誘客につなが

ると。ですので、自主事業単独で見ているというわけではなくて、本来的な業務とセットと

して、こちらは評価をしているというのが現状でございます。 
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○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） そのアンバランスさが結局次の公募につながっていかないと、本当に大

変なことになるのかなと。幾ら応募、それこそ商店街の空き店舗ではないんですけれども、

本当に指定管理の公募というのは、本当に商店街と同じぐらいの、仮に応募がなかったとき

にかなりイメージダウンになってしまうのかなと。本当にニュースになるような感じのこと

だと思いますので、やっぱりここもいろんな工夫は必要かなというふうに思っております。 

  この課題については、また引き続きこちらでも調べながら、また考えを伺いながら提案して

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、１件目の質問を終わりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） ここで暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。 

     午前１１時００分  休憩 

                                            

     午前１１時１９分  再開 

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  伊藤俊君の一般質問を続行いたします。伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） それでは、自席より２件目の質問を行います。 

  財政力指数の改善・向上を図るためにというテーマで、質問要旨としましては、人口減少が

進む中で、地方自治体が十分な住民サービスの提供や様々な政策実現のためには、それを可

能とする財源確保が必要であるが、当町の財政力指数は、総務省発表のデータによると、全

体的にというか、当町の数字でいうと、全国、宮城県内の平均と比べて低い水準でここ数年

推移しております。 

  持続可能な財政基盤を確立するため、職員個々の意識改革を推進していくことはもとより、

新たな歳入確保、歳出の抑制を着実に実行、実施していくことは、町長の施政方針でもうた

われていることから、財政力指数そのものを高めていくことは、その改善努力の見える化に

つながっていくのではないかと考え、以下の点について伺います。 

  質問事項１、復興事業を終えて、現状の財政力指数値をどう考えているか。 

  ２、数値改善のための方向性を示すべきでは。 

  以上について、町長に答弁を求めます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、伊藤議員の２件目の御質問です。 
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  まず、１点目の御質問でありますが、総務省が公表しております令和５年度の全国市町村平

均では0.48、町村平均では0.37、県内の令和６年度の市町村の平均で0.53、町村の平均で

0.51となっております。 

  本町の財政力指数の推移は、平成22年度、震災前になりますが、0.30、平成29年度が0.29、

令和６年度が0.29と若干の増減はあるものの、震災前、復興期間、現在を通してほぼ横ばい

ということになっております。 

  普通交付税の算定において、基準財政需要額は、人口や面積による包括算定経費のほか、消

防や道路橋梁、漁港などの各費目に関係する測定単位に応じて個別に算定される経費があり、

その市町村においてどれくらいの財政需要があるかというものを示しております。 

  そういった点においては、毎年度の歳出額による増減に伴うものではない形で算定するもの

でありますが、中には合併特例債、過疎対策事業債などの公債費の償還費も算入されており

ます。 

  今後も、各種行政課題に対応するため、過疎対策事業債などの財源をうまく活用しながら、

財政運営を行っていく必要があるものと考えております。 

  なお、現状の社会情勢に鑑みた上で、基準財政収入額に算入される主な基幹税目である町民

税、固定資産税の税収の劇的な増収を期待することは、現実的には困難であると考えており

ます。 

  次に、御質問の２点目についてでありますが、財政力指数の算定の性質上、新たな歳入の確

保については、数値への影響は及ぼさず、１点目の御質問でも申し上げましたとおり、基準

財政収入額に算入される税目の劇的な増収を期待することは困難でありますので、数値につ

いては今後も現状ベースで推移していくものと認識をしております。 

  財政力指数の改善には、主眼を置いた方向性を示すものは現状考えておりませんが、今後に

つきましても、魅力ある地域づくりのために、引き続き持続可能な財政運営、行政運営の実

現を目指して取り組んでいきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） では、答弁いただきましたので、幾つか聞いてまいりたいと思います。 

  財政力指数が、町の財政力の全てを表すものではないのかな。いろんな見方がありますので、

今回は決算議会でもありますので、いろんな角度から見ながら、今、町長おっしゃったよう

に、まずは魅力ある地域づくりというのがどう行われるべきかというのを、また一緒に考え

ていかなければなというふうに思いますので、とはいえ、現状を悪い方向ではなくて、やっ
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ぱりよい方向にするために、幾つかちょっと今回は聞いてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  今説明ありましたとおり、基準財政収入額、基準財政需要額、いろいろ鑑みて、その平均値

が結局財政力指数になってくるということで、横ばいというのはある意味バランスがそのま

ま変わっていないというふうにも取れるかなというふうに思うんですけれども、とはいえ、

当町の場合だと東日本大震災が発災して、復興事業も行われました。その後、コロナウイル

スの感染症拡大があって、経済の落ち込みもあって、またこれからどうするのかなというふ

うになっていく段階だと思うんですけれども、１つ目にお聞きしたいのは、町としてはおお

よそ10年、復興事業による特需とも言われた期間を経てきました。同時に、その大きな経済

効果があったのではないかなと。大きなお金も動きましたし、その事業によって、たくさん

の方々が町にいらっしゃいましたし、町民としてはもちろん生活再建が最優先ではあったも

のの、町の経済力が瞬間的に上がったときもあったと思います。 

  じゃあその上がった実感が感じられるのかというと、様々要因はあるかもしれませんが、ち

ょっと生活している限りは、やっぱりなかなか上がっている実感が乏しいのかなと感じる場

面も多々多々ありまして、その一つお聞きしたかったのが、復興事業があったこの町、大き

な経済の力が動いたこの町。それでもう、やはりその財政力というか、町の財源が、なかな

か今後も厳しい状況になっているという現状の中で、町長は復興事業によってもたらされた

特需というものを、どういうふうに捉えてらっしゃるのかなというのをちょっとお聞きした

いと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 復興に関する南三陸町にかかったいわゆる金額といいますか、およそも

う2,000億円を超すと。いろんな企業が受注をしていただいたと。とりわけ地元の企業の皆さ

ん方にとっては、それがある意味、お話のように、特需というような形の中で大きく還元さ

れたというふうには認識をしておりますが、ここは一つやっぱり企業の皆さんも学習という

か経験したからだと思うんですが、昔のチリ地震津波のときも同じように特需でした。様々

な復興事業があって、建設会社が、もういろんな建設会社が次々と出ました。 

  ところが今回の東日本大震災で、これだけの事業を扱いながらも、建設業者が増えたという

ことは僅か１件か２件か、それぐらいですかね、だと思います。結局、いずれ復興事業はな

くなるんだということを、もう身にしみて感じているんですね。だから、そういう意味で、

そういったことにならなかったということは、建設業者の方々の一つの大きな知見だったん
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だろうなというふうに思っております。 

  それはそれとして、今、財政力指数の話なんですが、基本、御承知のように、財政力指数が

増加して、需要額が減っていくということになれば、当然今度は何に跳ね返ってくるかとい

うと、交付税が、交付額が減ってしまうということになりますので、財政力指数が低いから

といって、ペナルティーとか、あるいはデメリットというものが生ずることはないというふ

うに思っておりますので。ただし、財政運営はしっかりしていかなければいけないというの

は、これは付け加えさせていただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） どういう捉え方で、ちょっと論点も、本当様々つくり過ぎると、どんど

んどんどん話が細かい方向に動いていくので、ちょっとこの場ではそうならないように努め

たいと思うんですけれども、やっぱり町長おっしゃるようなバランスを保つというのも、そ

れも本質ではないかなというふうに思います。 

  今、復興事業についてお聞きしまして、結局あれだけの、町長おっしゃったようにあれだけ

大きなお金が動いて、町の経済力が上がって、それがひいては町の財政力に資するものにつ

ながっていくのかなというイメージを持って始まった復興事業だったように私は感じている

んですけれども、とはいえ、終わってみれば、やっぱりそれが反省というか、次へやっぱり

ちゃんと検証してつながなければいけないようになっているという現状ではないかなという

ふうに思いました。これはまた、次また起こるであろう災害の前までに、しっかりと検証さ

れていないと、今、町長答弁でもありましたように、また歴史は繰り返されるのかなという

ふうにも思います。 

  そして、教訓を生かすという意味では、やっぱり災害だけではなくて、復興事業の完遂が見

えてきた矢先の新型コロナウイルス感染症拡大についても同様ではないかなと思うんですが、

財政力指数の話からちょっとそれるかもしれませんけれども、その背景として、やはり新型

コロナウイルス感染拡大は、町の経済力も押し下げてしまったのではないかなというふうに

思うんですが、その点については、同様にどう感じていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 東日本大震災は、お話しありましたように、復興という形の中での様々

な事業も展開をされたということですので、一定以上の地域経済に大きな動きがあったとい

うことは、これは否めない話ですが、やっぱり経済という観点で考えますと、新型コロナウ

イルスが大変なのは、経済完全に止まりました。これは非常に、うちの町だけじゃない、日
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本国全体ですが、新型コロナウイルスで経済がぽんと止まってしまって、いわゆる廃業とか、

事業停止とか、そういう問題が全国に起きてしまったという意味においては、経済的な大打

撃は新型コロナウイルスだったと思います。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） やはりいろんな事業というか産業が動いていかないと、そもそも財政力

指数のバランスを取るためのものが欠けていくというのが、そういった背景的なものをちょ

っとお聞きしたわけなんですけれども、今後においては、答弁にもあったように、本当にま

ずは適正に予算を執行しながら、ような形で運営をしていくということで、これ話は２点目

の質問に移っていくんですけれども、とはいえ力を、バランスを保ちつつ、力を蓄えていく、

力をつけていくというのは、今の町にとっては必要かなというふうにもちょっと感じており

ます。 

  一つの事例でいうと、一般会計における自前の基準財政収入、地方税などの推移についても、

ざっくり言えば必要とする財源の３分の１、円グラフでいうとちょうどその３等分のうちの

３分の１ぐらいが自主財源で、あとはやっぱり地方交付税や交付金、補助金にどうしても頼

らざるを得ない状況というのは、これは数年来変わっていないというふうに理解しておりま

す。 

  何度も同じ言葉が重なってしまうかもしれませんが、バランスを取りつつも、やっぱり大本

となる劇的な変化は望めないかもしれませんが、自主財源の強化というのは、ある程度やっ

ぱりやっていかなければいけないのかなというふうに感じているんですが、その自主財源の

強化というものをどのように考えているか、お聞かせいただければと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 私よく言うんですが、基本的には町という形の中での、南三陸町では一

大企業ということになりますが、この限られた町のパイをいかに町内循環をさせていくかと

いうことが、ある意味地域経済全体を潤すということの一つの方向性になっていくんだろう

と思いますので、その辺は町としても意識してやらなきゃいけない部分だというふうに思っ

ています。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） 財政力指数については、一概に町長おっしゃるように、低水準だからと

いって、じゃあ町の財政が危機的状況なのかというと、決してそんなことはないです。ほか

の例えば経常収支比率等の数値ですとか、健全性の評価についても、各年度の決算監査でも
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評価されております。あくまで財政力指数というのは、直近３年間の現状、状況を数値化し

たものであるため、何かやったから大きな変化が生まれるものでもなく、そして大きな上昇

が見込める、なっていくものではないというふうに思いますが、とはいえ当局の職員の皆様

の努力されていることを、やっぱり町民の皆様もしっかり知っていただきたいなというふう

にも感じていますし、その共有があってこそ、よくいういろんな政策の中で財源、財源、財

源と言葉は繰り返されておりますけれども、正しいやっぱり情報を共有していかないと、な

かなか町民の皆様にとって行財政改革が進んでいるという実感が、やっぱりなかなか感じる

かというと、しっかり説明されているかという部分でいうと、まだまだちょっとお互いの共

通理解というものを高めていかなければというふうに思っているんですが、目に見える形で

行われてこそ肝だというふうに私は思っているんですけれども、その点についてはいかがで

しょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 町民の皆さんと情報共有するということについては、大事なことだと思

います。そういった意味において、毎年、決算と予算については広報紙を通じて町民の皆さ

んにお知らせをさせていただいておりますが、ただ広報紙で本当に見て分かるのか、理解し

てもらえるのかということになると、なかなかそうだというふうには言い切れないんですが、

ただ、情報として当然、行政ですから、それをちゃんと町民の皆さんにお示しをするという

ことについては毎年行っているということですので、それ以外に何か方法、方策があれば、

いろいろ検討するのはやぶさかではないというふうに思います。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） その見える化というか、情報をしっかり共有しようというのは、やっぱ

りその理解がなかなかなされないと、言葉は悪いかもしれませんが、やっぱりうちの町には

お金がないのかなとか、何かやろうと思ってもなかなか実現しないなというふうに、誤った

イメージだけがどんどんどんどん、大人だけじゃなくて子供たちにもつながっていくのは、

非常にちょっと残念なことではあるかなというふうに感じています。 

  １件目の質問で、産業の可能性、面白さについて本当にある町だというふうに思いますので、

財政力指数というのは一つの総務省が出しているデータなので、その捉え方というのも、数

字だけ見れば低いというのは誰が見ても分かるんですけれども、先ほど答弁あったように、

じゃあどうなってどうなっているかをちゃんと正しく伝えれば、ああそうなんだなと。それ

でもしっかりバランスを取って、この町はしっかりこれからも持続的に自立していけるんじ



１５０ 

ゃないかなというのが町民全体の皆さんに広がっていけば、もっともっといろんなことをチ

ャレンジできる機運というのは高めていける、チャレンジできるというのを、大人だけじゃ

なくて子供たちにもしっかり伝えていける町になるんじゃないかなと思って、財政力指数の

改善・向上を図るためにというテーマにはしましたけれども、まずその第一歩目として、当

町がどんな町であるのか、これからどうなっていくのかというのは、やっぱり町民の皆さん

と一緒に考えていきたいなというふうに思います。 

  それで、ちょっとまとめに入ってきたいと思いますけれども、どうしても体力がないと持続

的にはなっていかないかなという意味合いで、いろんな方策は今後も取られていくと思いま

すので、改善策、競争力、強化策というのは、今後も打ち出されていかれると思いますし、

打ち出していくべきというふうに思っております。 

  その活力のもととなるのは、町民の皆様のいろんな活躍もそうなんですが、やっぱり復興事

業もそうでしたけれども、外の皆さんと一緒になってつくってきた町というふうにも思って

おります。 

  その中で、当町では幾つかの大学と地域活性化の連携協定を結んでいます。今後も持続的に

町の力を蓄えて発展させていくためにも、この若い力の掘り起こし、連携、協働というのは

必要かと思うんですけれども、この部分についても積極的に取り組んでほしいと思いますが、

今後の方向性について、何かお考えがあればお聞かせいただけないでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ここ震災から14年、南三陸町が大変な大災害を受けましたが、反面、う

ちの町としていただいたのは、大きないろんな様々なネットワーク、財産、人との財産とか、

そういったものをいただいたわけですので、そういったものを今後のまちづくりに十分また

引き続き生かしていくという、そういう姿勢というのが町に求められているというふうに思

いますので、そういったネットワークをしっかり大事にしていきたいというふうに思います

が、いずれこれは企画の問題もありますので、企画課長のほうからも思いの丈をお話をさせ

ていただきますので、企画課長よろしく。 

○議長（星 喜美男君） 企画課長。 

○企画課長（岩淵武久君） 大学等との連携協定ということで担当させていただいてございます

ので、まさに町長も今お話しされましたけれども、震災後、大学等の学生さんが地域に入り

込んで地域づくりにまで関与いただいておるといったところでございまして、当然そういっ

たつながり、せっかく出来上がったつながりといったものは今後も大切にさせていただきな
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がら、本町のまちづくりといったものに、有効に何かしらの作用といいますか、そういった

ことで御期待を申し上げるところですし、直接その財政といったこととは結びつかないかも

しれませんけれども、そうしたことからいわゆる関係人口といったものの増加にもつながっ

ていくと考えてございますので、そういった関係性についてはこれからも大切にといいます

か、特に考えていきたいと思ってございます。 

○議長（星 喜美男君） 伊藤俊君。 

○１番（伊藤 俊君） ぜひ進めていただきたくお願いいたします。 

  財政力指数を上げるというよりかは、バランスをしっかり取りながらしっかり適切に健全に

運営してくというのが町長の考えでもありましたので、これで終わりたいと思うんですけれ

ども、最後に望むのは、とはいえ積極的なやっぱり施策が、結果的には財政力だけではなく

て、町民の皆様一人一人の、私よく使う言葉、ＱＯＬを高めていくことにもつながっていく

というふうに思っております。 

  最後に、町長御自身が描いている未来の南三陸の姿を、できれば町民の皆様にメッセージと

していただいて、私の一般質問は終わりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 来月、10月４日に合併20周年記念式典があって、一番最後に、南三陸町

ネイチャーポジティブ宣言を行います。それは、これまで14年間の南三陸町の歩みと、そし

てこれからの南三陸町の歩むべき姿というものを、ある意味普遍的な形の中で書き記してお

りますので、いずれこれも町民の皆さん方にもお示しをするということになりますので、方

向性はそのようにしっかり出しているということですので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 以上で伊藤俊君の一般質問を終わります。 

  次に、通告８番及川幸子君。質問件名、１、森林管理について。２、津波警報の対応につい

て。３、町の観光産業について。以上３件について、及川幸子君の登壇、発言を許します。

及川幸子君。 

     〔８番 及川幸子君 登壇〕 

○８番（及川幸子君） それでは、ただいま議長の許可をいただきましたので、壇上より一般質

問させていただきます。質問の相手は町長です。 

  ７月30日のカムチャツカ沖地震から、はや１か月が過ぎました。津波注意報から警報と、２

日間にわたり対応に当たられました職員、関係機関の皆様におかれましては、本当に御苦労

さまでした。感謝申し上げます。 
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  さて、質問は３件ありますが、その中の１件目、森林管理についてですが、私たち総務産建

委員会では、高知県佐川町と仁淀川町を先進地視察してきました。 

  委員長の報告にもありましたが、佐川町は人口１万1,706人、森林面積71％、平成25年度よ

り、当時の町長公約で自伐型林業推進計画を策定し、昨年まで地域協力隊39名を雇用されて

いました。仁淀川町は人口約5,000人、高齢化率56％、山林面積約90％と森林資源が充実され、

家族経営体で施業する個人林業者が多いのが特徴でした。国の補助金制度を使い、林業振興

充実に向けて取り組んできたことがうかがわれました。 

  民間の力も必要不可欠なので、次の点について質問いたします。 

  １つ、当町の今後の施業計画。 

  ２つ、伐期を迎えた面積を４地区それぞれ伺います。 

  ３つ目、植林についてはどのような計画なのでしょうか。 

  ４つ目、森林管理に関わる事業は森林組合が主に担っている状況ですが、今後の見通しを伺

います。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、及川幸子議員の１件目の御質問、森林管理についてお答えを

いたしますが、初めに御質問の１点目であります。 

  町有林の施業は５年を１期とする森林経営計画に基づいて実施をいたしております。現在の

計画は令和５年度から令和９年度までとなっております。令和９年度までに計画をしている

施業面積の合計は、造林が55.13ヘクタール、下刈りが91.76ヘクタール、除伐が20.09ヘクタ

ール、保育間伐が18.68ヘクタール、収入間伐が183.53ヘクタールとなっております。 

  次に、御質問の２点目ですが、伐期齢である林齢50年生から70年生の木を地区ごとに集計を

しますと、志津川地区が236.82ヘクタール、戸倉地区が68.94ヘクタール、入谷地区が109.3

ヘクタール、歌津地区が455.16ヘクタールとなっております。 

  次、質問の３点目ですが、先ほどお話ししたとおり、５年間の合計で55.13ヘクタールとな

っておりますが、そのうち今年度実施するのが11.29ヘクタール、来年度が15.8ヘクタール、

再来年度は15.86ヘクタールを予定しています。 

  最後に、御質問の４点目ですが、御指摘のとおり、これまで本町の森林に関わる事業は南三

陸森林組合が主に担ってきました。これは、作業員や作業用機械の確保といったことに加え、

これまでの経験から、町有林の位置や境界を把握していることなどから発注してきたもので
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あります。 

  今後におきましても、町有林の施業については森林組合に担っていただくだろうというふう

に思っております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） ありがとうございます。 

  これから少し掘り下げていきたいと思います。 

  １点目ですけれども、施業計画について、ただいまお伺いしました。戦後、国の施策により、

山に植林してきました。当町は高地が少ない、すみません、当町でないです。高地が少ない

当町もそうですが、70％以上の森林面積を保有している町は多くあると思います。木価が少

しは上がりつつあるのかなと思いますが、何十年生、何十年かけて育ててきた林業家の経営

にも、国、県、町の補助が注がれるような施策を考えてはいかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） この御質問の内容が、森林経営管理制度を活用した森林整備等

なのかなというふうに思っておりますけれども、現状として、町有林に関して申し上げます

と、国の補助事業を活用しながら保育作業等を行っているという状況でございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 今、町有林だけで話をしておりますけれども、仁淀川町では森林所有者

から同意をいただき、林産協同組合を発足して、組合員７名からスタートしたのが、現在は

27団体にまで広がっていました。 

  当町では、相続登記をしないでいる御家庭が多く、固定資産税の滞納も増えている状況下で

はないかと思われます。 

  そこで、震災前と昨年の滞納者率の把握をしているのかどうか、その辺をお伺いします。 

  それと、農地よりも山の境界が分からないでいる相続人が多いと思いますが、その辺の現状

もお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 森林管理と全然違う方向の。農林水産課長、後のほうのやつの答弁あ

りますか。農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） その境界の確認、町有地であれば座標等から境界を確定して、

各種の施業等を行っているわけでございますけれども、民有林につきましては、正直申し上

げまして、どういう状況になっているかというのは把握しかねるところでございます。 

  ただ、林相、例えば杉と松と明確に分かれているような場合であれば、ある程度は把握はで
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きているのかなというふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 森林管理といいますと第１次産業ですね。やはりこの第１次産業も大事

なことでありまして、この木価は、１年、２年では生産性が上がらなくて、何十年もかかる

わけです。そして、我々もそれを見ていながら、今、固定資産税の話も言いましたけれども、

全てこの森林管理、第１次産業から、固定資産税、今町は固定資産税が前ほど上がってこな

いで減収に陥っている傾向が多いわけです。それにも関わることですから、何とかこの森林、

個人で持っている森林も、何十年かけても管理して、せめて固定資産税滞納できないように、

そこに付加価値をつけていくべきでないかなと思われますので、目には確かに毎年収益が上

がるわけでないですから、山まで手をつけないという家庭が多いと思うんです。だからそこ

をどうしたらいいのかということで、私は今、問いかけしているんです。 

  それで、現状は今伺っているわけですけれども、その中で今、震災前と震災後の山の固定資

産税がどうなっているのかというわけなんです。 

○議長（星 喜美男君） 何を聞いているの。 

  町民税務課長。 

○町民税務課長兼歌津総合支所長（芳賀洋子君） それでは、固定資産税の関係でということで

すので、お答えさせていただきます。 

  御承知のように、固定資産税は、土地、家屋、償却資産ということで、その課税対象となる

ものが固定資産税ということになるんですけれども、土地につきましても、議員おっしゃる

山林のほかに、宅地、それから田んぼ、田や畑といった地目がございまして、それぞれ評価

基準に基づいた評価がなされ、評価額が算出されまして、それで課税標準額に応じた税率で

課税がなされているところでございますので、山林に課税標準額としての把握はできるので

すけれども、ただ、今ちょっと手元には資料はないんですが、ただそれが滞納額というふう

になりますと、細分化して、山林の分の滞納額が幾らですという比較については、そういっ

たデータは集計はできないということでお答えさせていただきます。 

  それから、先ほど、登記の義務化に伴いまして、それが減収につながっているんではないか

というようなお話があったと思うんですけれども、そちらにつきましても、相続財産が発生

した段階で、町民税務課としましては、その相続となる方の代表者を選出いただきまして、

相続登記がなされなくても課税ができるような仕組みになってございますので、相続登記が

なされないからといって固定資産税が課税されないということにはなっておりませんので、
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御理解をお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） ありがとうございました。 

  次に、我々の年代ですと、中学校の頃、学校林がありましたので、植林や下刈り作業を行っ

てきました。今はそのような時代ではないので、山に囲まれた町であっても、手つかずの山

が多いのです。 

  しかし、手を入れれば変わることを高知から学んできました。一部の林業家だけでなく、周

りを巻き込むことも大事ではないかと思います。そうすることにより、額が多い補助金も出

せるのではないかと思っております。 

  また、それをやることによって火防線をつくり、山火事防止にもつながるのではないでしょ

うか。その辺はいかがでしょうか。民地を巻き込む、町有地だけでなくて、民地を巻き込む

ということ。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 森林経営管理制度、この制度が、そもそもとして手入れが行き

届いていない森林を町が管理委託を受けて、そのうち森林経営に適しているものにつきまし

ては林業経営者等に再委託をする、経営に適さない山はそのまま市町村が管理をするという

制度になってございます。 

  当町の状況といたしましては、令和４年度に意向調査を行いまして、このときに2,593名に

対して調査を行っているわけでございますけれども（「二千幾らですか」の声あり）593名で

す。この意向調査の回収率が、僅か4.4％にとどまったという現状です。 

  この状況が、そもそもとしてこの制度の周知などもまだまだ不十分なのではないかというこ

とから、町では、じゃあ町内に幾つかのモデル地区を設定して、ある程度この制度を可視化

して進めていきましょうということで、現在まず初めに戸倉地区に設置したモデル団地です

ね、大体面積にして42ヘクタールほどございますけれども、こちらを除伐を行っているとい

う状況でございます。 

○議長（星 喜美男君） ここで昼食のための休憩といたします。再開は１時10分といたします。 

     午前１１時５９分  休憩 

                                            

     午後 １時０８分  再開 

○議長（星 喜美男君） おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  及川幸子君の一般質問を続行いたします。及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） それでは、先ほど来、町有林をお伺いしたところ、圧倒的に歌津が455

ヘクタールと多いんですけれども、民有地はどうなのか、分かっている範囲でお答え願いま

す。全体でいいです。民有地の。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 私有林の林齢が50から70年生の面積でございますけれども、町

全体で4,840ヘクタールほどということで把握をしております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 町全体で民有地4,840ということでよろしいですか。はい。かなり多い

ようなんですけれども。 

  それと、先ほど、周りを巻き込むことも大事ではないかということを私は申し上げました。

民有地と町有地、全体の火防線を造ることも大事だと私は思っております。というのは、大

船渡の火災からの教訓で、ぜひ必要かなと。町境の分の火防線は田束にはあるんですけれど

も、そのほかの伐採していきながら火防線、民地、町有地のそれぞれの火防線を造っていく

ことも、大船渡の教訓から学ばせていただいたので、その辺はどのようにお考えしているの

か、お伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 火防線につきましては、町境には、おおむね大体ございまして、

そのうち町がいろいろ作業しているのは歌津町の範囲が多いということでございまして、火

防線そのものは町境にはございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 町境にはあるけれども、その民地と町とのそういう間伐した後にそれを

残す、火防線にするとか、そういうふうな考えがあるのかどうかということです。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 現状としては、そういったものはございませんし、なかなか難

しいのかなというふうには思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 難しいということなんですけれども、やはり大火になる、この間の大船

渡の大火がありました。それもやはり、飛び火もあるんですけれども、火防線があれば免れ

た状況下にもあったのかなということが推察されるので今伺ったわけなんですけれども、そ



１５７ 

うすると、今後そういうことは考えていないということでよろしいでしょうか。はい。 

  では次に、伐期を迎えた面積を伺いましたけれども、仁淀川町では、固定資産台帳よりアン

ケート調査を行ったようです。販売までは長い投資がありますけれども、理解いただいた方

に組合員になっていただいていました。固定資産税を滞納しないためにも、組合員制度に協

力された方に、固定資産税の減免とか、何かしらの補助金でも充ててはいかがでしょうか。

この辺のお考えはあるのか。国の制度、何かあるのか。その辺、併せてお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） まず、そういった国の制度等はございません。ありません。 

  基本的な考え方として、我々としては、やはり森林を管理していく、経営していくというこ

とと、固定資産税の話というのは、基本的にはリンクしないんだろうなというふうには思っ

ております。 

  その上で申し上げますと、先ほど説明をさせていただきました森林経営管理制度の中で、再

委託の相手方として、そういった組合の方々がなられるというのはウエルカムだと思ってお

ります。 

  ただ、その組合を我々がゼロからつくるというのは、やはりちょっと難しいのかなと。森林

の所有者、１人でも２人でもいいんですけれども、みんなを巻き込んでやりたいという方が

おられるのであれば、そういった部分への協力は町としてもしていきたいというふうに思い

ます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 民有林、個人の山の持ち主さんたちに共感してもらうために、今ある事

業の中に協賛して協力していただくために何が必要か。多くの人を巻き込むためにも、どの

ような、そういうことに協力してもらうための周知だとか、担当課として努力していく方法

を今後模索していく方法があるかと思うんですけれども、いかがでしょうか、その辺。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 先ほども御説明をさせていただきましたけれども、そういった

意味でも今、町としてモデル地区を設置して施業をしているというところでございますので、

一定程度形になった時点で、改めてこの制度を使って山がこうなりましたよということを周

知などをしていければというふうに思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） ぜひその辺は、４年から今後、４年から９年まで５年間でしたか、戸倉
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地区を対象にしてやっているということなんですけれども、その辺に力を入れていただきた

いと思います。 

  次に、３点目。植林についてですけれども、当町では今までのように杉がメインでありまし

たけれども、高知県ではヒノキが杉の三、四割高いので、７割がヒノキでした。しかし、ヒ

ノキは年数がかかるので、この町にとってはどうなのかという考えがあれば、その辺をお伺

いします。 

  それから、森は海の恋人を考えると、雑木も必要でないかなというふうに思うんですけれど

も、その辺のお考えをお聞かせください。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 当町の植林につきましては、今、議員がお話ししたとおり、杉

をメインに行ってまいりました。ヒノキについては、現状計画はございません。 

  それで、今後の植林の計画といいますか、実情も含めて申し上げますと、近年、杉が植林し

た後、鹿の食害に遭うといったことが多くなっているという状況もございまして、カラマツ

の植林についても計画をしていると。近隣の市町では大分カラマツを植林している自治体も

ございます。当町においても、鹿の食害という状況を踏まえて、今後、カラマツの植林とい

うものも検討していきたいというふうに思っています。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） カラマツとヒノキでは、苗木が違うわけですけれども、苗木を植えると

いうことで、食害に遭うリスクが少ないというだけの問題ではないのかなと私的に思うんで

すけれども、そのカラマツを40年もたてば伐採するのに当たり、今パルプにするのが、ヒノ

キでない限りですよ、多いと思うんですけれども、その辺の木価高はどうなのか、分かって

いる範囲で。カラマツを植えるとなると、カラマツは製品になるのか、パルプになるのか、

その辺をお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 出口のお話かと思うんですけれども、メインは合板になるかな

と思っています。合板、それからチップ、最後にパルプかなというふうに思っております。

当然、物がよければ用材としても使う可能性というのは当然ございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 次に、４点目に入ります。 

  昨年の令和６年の町の事業が、今年に、７年度に繰り越されていました。その要因は何だっ
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たのか、お伺いいたします。森林組合の作業員不足もあるのではないかなと思われますけれ

ども、その辺をお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 繰越しの理由につきましては、繰越明許費設定の際にも御説明

があったかと思うんですけれども、境界の確認に時間を要したということでございます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 境界の確認ということなんですけれども、担当課としては分かっている

かどうか分からないんですけれども、町の委託業者は森組であります。森組でも作業員の充

足が足りてなくて困っているような話も聞かれていますけれども、その辺、町は町の仕事と、

森組さんは民間の仕事をやっているわけですけれども、そういうことを町としては御存じで

しょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 現場作業員が減少傾向にあると、減っているということについ

ては把握をしております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 森組さんのほうでは、町の仕事が６、民間の仕事が４ということを確認

しておりますけれども、境界が問題で遅れたということなんですけれども、森組さんの作業

員が不足しているということも、私的には要因の一つでないかなと思うんです。 

  そうすると今後、今回はこの境界が定まらなくて遅れたという理由になるんですけれども、

今後そういう森組さんの作業員の充足率が不足になっていくと、またしてもまた繰越しにな

っていく、町の仕事が遅れを取っていくのでないかなというような、委託契約が停滞するよ

うな、マイナスになっていくことも考えられるわけですけれども、その辺は大丈夫でしょう

か。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 大丈夫かという問いに対する答えであれば、大丈夫だろうとい

うふうに思っておりますけれども、さらに今後、人員が減ってなかなか難しいということに

なった場合には、一つの手法として、立ち木のまま売るという方法もございますので、そう

いった発注の仕方を変えるなどして対応していく必要があるかなと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 高知県の仁淀川町では、林業研修生制度が、国の制度がありまして、１
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年国の補助事業で研修してから担い手となっております。今では、地域を支える大切な産業

として、再生のチャンスを迎え、生きた林業を構築されておりました。 

  それで、当町でも地域おこし協力隊を募集して町に入っていただいておりますけれども、こ

の国の制度を利用しながら従事者を育成すべきではないかと思われますけれども、この辺の

考え方をお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 町全体で林業に携わる方が少ないという問題がございますので、

そういった人材育成、人材確保、この両面からの対応は必要であるというふうには認識して

おります。 

  今後、どういう手法が効果的なのかということにつきましては、関係者との対話なども通じ

て、様々な角度から検討していきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 仁淀川町さんでは39名の、通算今まで39名の地域協力隊の人たちに入っ

ていただいて、町に住みながら林業に携わっている人たちがおりました。そういうことを考

えると、担い手がないということに向けて目をやっていけば、手を挙げて林業をする方とい

うようなことで募集したりすれば、その辺の解消にもつながるのではないかなと思われます。

そしてまた、ここに定住していただければこの上ないことだと思いますので、ぜひ企画課の

地域協力隊の担当課と連携を取りまして、その辺を進めていっていただきたいと思います。 

  担当課だけでなく、民間の協力を得ながら、ウィン・ウィンの関係で森林経営に弾みをつけ

ていただきたいと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（佐藤正行君） 当町の森林経営を取り巻く環境というのは、非常に厳しい状況

にあると思っております。誰がとか、そういうことではなくて、オール南三陸で、この森林

を守っていけるように、引き続き努力をしてまいりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 次に２点目、自席より、津波警報の対応について町長に伺いします。 

  ７月30日のカムチャツカ沖地震のときの対応では、津波注意報から警報と２日間かかり、町

民の皆様も避難されましたが、様々な声が聞こえました。今後の教訓になればと思い、次の

点についてお伺いいたします。 

  １つ、名足地区と泊地区の避難道の必要性が大です。特に、先日のカムチャツカ地震による
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津波警報で顕著に現れましたので、ぜひ避難道を再考していただきます。 

  ２点目、津波警報で陸閘が自動的に閉鎖されることも安心されますけれども、車や人が取り

残される弊害も見られましたので、関係機関との連携をお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、及川議員の２件目の御質問にお答えをいたします。 

  初めに、質問の１点目でありますが、まず名足地区の北の沢住宅付近を例に挙げさせていた

だきますが、一番近い指定避難所でもある名足こども園に向かう場合、津波浸水想定区域内

を通るルートと、狭い道を通るルートの２つが考えられ、海側は危険が及ぶため、そこを通

るということは考えられず、もう一方の狭いルートについては、徒歩避難であれば問題なく

避難することができます。 

  また、泊地区については、漁港周辺のことと推察をいたしますが、町では徒歩避難を原則と

しておりますので、徒歩での避難が困難な高台へ向かう道は存在しておりますので、避難に

関しては特段問題がないと考えております。 

  その一方で、地区からの要望もありますので、より安全な避難について確認をしてまいりた

いと思っております。 

  次に、質問の２点目でありますが、泊浜漁港の陸閘については、津波注意報が発表された場

合、宮城県が遠隔で閉鎖する仕組みであります。東日本大震災において、水門、陸閘の閉鎖

作業に従事していた消防団や水防団の方々が被害に遭ったことを教訓として整備された設備

であります。 

  人については、階段を使い避難が可能ですし、先ほども答弁しましたとおり、徒歩避難であ

れば高台へ続く道を使い避難することができます。 

  議員御承知のとおり、まずは人命を守ることが最優先ですので、津波注意報であっても危険

な状況は継続しておりますので、取り残されている車を取りに行くために陸閘を開放すると

いうことは、安全面を考え、現実的ではないと認識をしております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 少し掘り下げてお伺いします。 

  名足地区ではこども園が避難所でしたが、そこに行くのには、一旦低地部、海岸を通らない

と行けないんです。そして、ただいまの答弁では、徒歩では狭い道路も行けるということな

んですけれども、何十キロ、まあ100メーターぐらいであれば徒歩でもいいんですけれども、

何キロ、キロになっていくと、とても歩いて行くということが大変で、皆さんやっぱり車で
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行きたいというのが心情だと思うんです。 

  そこで、地元では北の沢住宅、地元の人以外は北の沢住宅と言っても分かる方、ここでは分

からない方いるかと思うんですけれども、北の沢住宅の前から、道路反対側から作業道路が

あるから、そこを通って避難所に行くことを提案されていました。議会の懇談会でも、その

ことが区長さんより上がっておりました。 

  この際、ぜひ避難道として、その道を、砂利道でもよろしいので、軽の車が通れるようにし

ていただきたいんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） まず、前提として大事なことは、まず安全に避難できた高台があれば、

そこにとどまると、安全を確保するということがまず第一だと思います。何も無理して避難

所まで行かなくても、まずは自分の命を守る、安全な高台に自分をしっかりと守るような体

制を取るということが大前提だというふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） それは分かります。高台にいる人であればそうですけれども、今年のよ

うな猛暑、そういうとき、そしてまた火を使わなければいけない時期。時期も様々だと思う

んですけれども、そういったとき、今回も短時間で終わらなかったわけですね、２日もかか

って。そういう面からすると、やはり避難所というものが、そのためにあるのだと思うんで

す。 

  それで、その避難所に行くための道路確保をぜひして、必要でないかなと思われるんですけ

れども、ないところを造れと言っているのでないですので、地元の人たちも。ある道路を車

が通れるように砂利でも敷いて、そこを使えるようにしていただきたいという要望があるの

で、その辺をお伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 先ほどの答弁でもお話ししましたように、基本的には、津波で避難をす

る際には、徒歩避難ということを町としては進めておりますので、車でということではなく

て、まず徒歩避難ということで安全を確保するということに意を用いていただければという

ふうに思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 近いところであればいいんですけれども、１キロ以上離れたり、高齢者

の人だったりというのは、やはり乗せていくとかということもあるので、地元の人たちは、
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ある道路を草刈りして砂利でも敷いてもらえばいいんだということも、この間の区長会でも

申し上げたと思うんですけれども、そういうことを話しているので、新たに道路を造ってく

れと言っているわけでないんです。その辺、もう一度お願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） 先日の区長会議でも、区長さんのほうから、そ

のようなお話はいただいておりますので、担当のほうでちゃんと協議してまいっております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 担当のほうで協議しているのであれば、どのような協議だったのか、そ

の辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） その路線については、担当のほうで確認をして

おりますので、今後、行政区側の要望と、町ができることといったことの接点を見いだした

いと思っているところです。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） そういうことであるんであれば、分かりました。今後ともよろしくお願

いいたします。 

  それから次に、泊浜の清水沢線です。これも津波前にありました。皆さん分かるかどうか、

丸正水産というところに新しく防潮堤ができて、大変ありがたいんですけれども、今回の津

波警報により、海岸にいた人たちが車でそこの道路を避難したんですけれども、入り口が防

潮堤の上を車で上がれるような仕組みだったので、土地勘のない人もそこを上がって、上っ

たところが、入り口が広いんですけれども、中に行くと軽しか通れない、そういう状況の道

路なんです。土地勘のない釣り人たちも多くそこを避難したものですから、車を側溝に落と

したんだそうです。そうすると、それに時間を費やして、次から来た車も通れなくなってし

まったということがうかがわれております。 

  また、民家もあるんですけれども、せっかく立派な防潮堤もできています。そこは高台避難

には格好の場所となっているんです。漁港の真ん中辺頃から高台に上がっていくには、ちょ

うどいい場所になっているんです。防潮堤の上を道路がついているので、みんな分かるから、

地の利のない人でもそこの防潮堤の上を通って、走りやすいから、そこから清水沢線という

昔からあった道路に入るわけですけれども、今度は地の利のない方は、そこに入ってしまう

と抜けられなくなって、そして車を下ろしたというような実情がありました。要するに、入



１６４ 

り口が広いんだけれども先細りになって、上の町道に行くのに皆さん大変苦労したという今

回の実態が見えました。 

  そういうことがあるので、その辺も、道路、民家もあるんですけれども、避難道として位置

づけて、ここも側溝に蓋をかけて、狭いところは広くしてというような、そういうところを

見直していただきたいんですけれども、お伺いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） 議員がおっしゃられる車や人が取り残された弊

害というのは、ちょっとうちのほうに情報が伝わっておりませんので、どこの部分を言うの

か全く分からないんですけれども、一般質問で……（「弊害は次の次のところだから。今は

清水沢線」の声あり）なので、せっかくの一般質問でございますので、通告の際に、具体に

この場所だといったことを、担当なり担当課長に話していただければ、それに沿った答弁も

できますので、今後においては具体の場所なりをちゃんと分かるように事前に知らせていた

だけると、答弁のほうも対応できると思いますので。ここで及川議員だけが分かる場所、あ

そこだ、あそこだと言われても、なかなかこちらで対応しかねますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 私は一般質問を出したときに、名足地区と泊地区の避難道の必要性が大

ですと書いて、泊地区というのは清水沢線だよということで、局長にも念を入れて話してお

りましたので、そこは誤解のないようにお願いします。 

  そういったところで、今、また１つ目の避難道の清水沢線のことについてですので、御答弁

をお願いします。 

○議長（星 喜美男君） 誰が答弁するの。建設課長。分からないの。 

  三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） 大変申し訳ありませんが、現地の実情を確認で

きておりませんので、申し訳ありません。ここでのちょっと答弁は、差し控えます。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 町長は先ほどから、徒歩避難だ、徒歩避難だとおっしゃいますけれども、

やはり人の心理として、１キロ以上も離れていたというと、あの海岸でも、釣りっ子、釣り

人、漁港ですから、二種漁港ということで、釣り人が多く来ています。そしてまた、地元の

人たちも作業をしております。そうすると、地元の人たちが上がると、釣りの人たちも追い
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かけて、そこに行けばいいんだなというようなことで、皆上がっていきます。そうすると、

入り口が広いんですけれども、出口に行ってつまずいて、脱輪したりという今回のケースが

出てくるわけです。 

  それで、副町長が分からないって言いますけれども、前から私も何回かこの場で、狭いから

蓋かけか、狭いところも拡幅してもらいたいということも言っております。それで、その地

区には５軒ぐらいあったのが、狭くて１軒去年引っ越した方がおります。まだ残っているう

ちが私の記憶では３軒ぐらい、三、四軒あるんです。 

  それで、軽自動車はいいんですけれども、普通車がぎりぎりです。そこを今、狭いから軽し

か通れませんよという標識も何もないので、私の車もぎりぎりです。そこを早期に解消を望

みます。 

  それで、震災前からこの場所は地元から声が出ていました。この場で今初めて話を出したの

ではないんです。前から話を出しても、実現には至っておりません。しかし、今回の津波で、

地の利の分からない人たち、避難者に大変な御不便をかけておりました。せっかく高い防潮

堤ができて、車で上がれますが、その先が狭いため危険なんです。今回は車をそこに…… 

○議長（星 喜美男君） 及川議員。ちょっとお待ちください。 

  暫時休憩をいたします。 

     午後１時４３分  休憩 

                                            

     午後１時４６分  再開 

○議長（星 喜美男君） 再開いたします。 

 三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） 今、タブレット上で現地、大体確認をできまし

た。 

  及川議員が言うとおり、入り口が広くて先細りで、上がっていくと行き止まりになっちゃう

ような感じだということでありますので、今後においてここを車で避難しないようにである

とか、そういった表示は必要かなと思いますので、それなりの対応をしていければというふ

うに今後検討していきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 先ほどから言っていますとおり、地元の人だけではなくて、そういう釣

りの人たちが、地の利の分かんない人たちも来ると、やはりそこを車で早く行きたいから、
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避難したいから上ってしまうんです。 

  ですから、私言っているのは、側溝に蓋かけするとか、狭いところをちょっと広げるとかし

て、そこを上の町道まで上がれるような工夫をしてもらいたいというのが私の願いです。そ

れは分かんないでしょうか。避難道として。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） ここですぐ避難路にするといった答弁はできま

せんので、現地を確認の上、検討してまいりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 期待しておきますので、よろしくお願いします。 

  次に、２点目です。 

  水門閉鎖が、フラップゲートや自動閉鎖水門がありますが、泊の場合、自動で閉鎖されまし

た。ところが、漁港には高齢者や人が取り残されました。午後になりましたが、役場に電話

してから、何分かでも開けてもらえないかと漁港事務所に連絡しましたが、開けられないと

の返事でした。仕方なく車を漁港に置き、時間がかかりましたけれども、人と荷物は階段、

お墓の下に階段があったので、そこを何回も、数十回も行ったり来たりして荷物を下ろしま

した。 

  二種漁港なので、漁港事務所との連携が必要ですけれども、事後の検証、双方でそういうこ

とを共有したのか、確認したのか、その辺お伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 三浦副町長。 

○副町長（総務課長事務取扱）（三浦 浩君） 冒頭、町長も答弁したとおり、命最優先という

ことで、そこを開けるという判断には至りませんでしたが、共有と申しますか、こういった

情報がちょっと町にも入っていなかったもんですから、今後において、このような場合とい

いますか、開けられないのが大原則と申しますか、そういった方針でございますので、逆に

軽トラなどで海岸に行かないようなお知らせ看板とか、そういったものをちゃんと設置して

まいりたいと思いますし、泊浜の皆様には、前にも説明会をしておりまして、そういった周

知は十分にできていたものと思っておりましたので、今後において足りない部分があれば、

もう一度説明会をするなり、そういった情報の周知に努めてまいりたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 知らなかったと言いますけれども、私は建設課を通して２回も３回も電

話して確認取りました。建設課からは副町長に連絡はなかったのか、その辺。要するに、共
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有がなかったという手っ取り早い話でしたけれども、私のほうはちゃんと及川ですというこ

とで連絡を建設課と取って、漁港事務所とのやり取りも建設課を間に入れてやっておりまし

た。ここで言った言わないになってしまうと、次のもありますので。 

  ここもフラップゲートが、調べたら26、27か所ですか。フラップゲートが、波が来ないと水

門が閉まらないということは工事のとき説明を受けたので、それは分かっております。どの

ような点検をされていたのか。年間1,180万円、委託料、26か所ですか。20か所、27か所ある

うちの26か所、フラップゲート、1,180万円の委託費をかけております。 

  そうした中で、点検はどのようにされているのか。もちろん業者の人が来てやると思うんで

すけれども、その写真、１年に１回やると思うんですけれども、その実績報告を出すのに写

真などを撮っているのか、その辺お伺いします。 

  このフラップゲートの設置場所の地区名、26か所あるということが分かるんですけれども、

どこの地区に何か所とか、地区名を入れた一覧などがあれば、議員皆さんに配付していただ

きたいと思いますけれども、その辺、お伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 建設課長。 

○建設課長（遠藤和美君） 今、議員おっしゃったとおり、町内の漁港、一種漁港19あるんです

が、その中に26のフラップゲートがございます。こちらにつきましては、毎年度１回点検を

しておりまして、その主な内容といたしましては、まずは扉体レベルの計測、簡単に言えば、

高さが変わっていないかとか、ゆがんでいないかとか、そういうものを専門的な機械で測っ

て、曲がっていないかとか、そういうものを調査するのが扉体レベル計測でございます。 

  もう１つが、扉体浮上開始推進点検ということで、実際に現地で水を入れて、初期段階は15

センチ程度水を入れると、ふわっと浮くと。基本的には、浮体の中に発泡スチロール等が入

っていて、ふだんは道路とフラットの状態になっていて、その下が、道路の部分に15センチ

ほどの切り欠きになっていますので、そこに水を入れて、きちんと浮くのかどうかというこ

とを確認します。 

  もう一つは、扉体動作確認ということで、実際その水を入れてふわっと浮いたと。今度はそ

れがきちんと密閉されるのかどうかという動作確認を行うと。こちらにつきましては、チェ

ーン等を使って引っぱって、ばたっと閉まってきちんと密閉されているかどうかを点検する

という検査を行います。 

  これ以外にも、そういう動作確認以外に、当然各部品の点検、支承部、いわゆる扉体を支え

る部分ですとか、あるいは底部のコンクリートとか、それぞれの各部品が正常になっている
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かということを確認するというような委託業務を行っております。当然、委託業務ですので、

状況報告書、完成届と一緒に写真や動作確認の報告書が上がってくるということになってお

ります。 

  それから、各漁港にどのぐらいあるのかという部分については、これが終わった後に印刷し

て、議員の皆様に御配付させていただきたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） フラップゲートを設置したときは、工事関係で皆さんよく御存じしてい

ると思うんですけれども、やっぱり地区ごとにその設置、２か所つけているところ、１か所

つけているところもありますので、その辺の一覧表配付、お願いいたします。 

  それから、最後になりますけれども、昨日の防災本部会議について後藤議員が尋ねまして、

重複するかと思われますけれども、防災本部会議には、町長、副町長、教育長、各課長が地

域防災計画の中に位置づけになって入っております。それで、昨日も話がありましたけれど

も、議会が入っていないということは遺憾でないかなと私的には思いますので、そこに議長、

それから消防団長などが入るべきでないかなと思うんですけれども、その点いかがでしょう

か。最後にお伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 消防団長は必ず入ります。議長も入ったほうが、議員の皆さん方に情報

がちゃんと行くという意味においてはよろしいかというふうに思います。これは議長と、そ

れから事務局長と、そちらのほうとも話をしております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） それでは、３点目に入ります。 

  町の観光産業について、町長に伺います。 

  当町の化石ブームが最高潮になり、観光面では成果の波及効果に期待します。そのような中

で、魚竜化石や新種の化石を一緒に全て展示できるような展示館が必要と考え、次の点につ

いて伺います。 

  １つ目、ハマーレ公園の利活用にも影響がありますので、魚竜化石の展示館がぜひ必要と思

います。公園に遊びに来た人たちが寄ってくれますので、歌津支所に置くよりは、公園土地

利用が最適ではないでしょうか。 

  ２点目、ハマーレ歌津の来客が少ないのですが、誘客を増やすには、海産物を販売する店が

少ないのがネックになっているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 
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○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、３件目の御質問です。町の観光産業についてお答えをさせて

いただきたいと思います。 

  初めに、御質問の１点目でありますが、魚竜館の建設につきましては、これまでも複数回に

わたり答弁をさせていただいておりまして、さきの議会、６月会議の際においても同様の御

質問をいただき、お答えをしたところでございます。 

  化石に関する取組は、地域の皆様をはじめ関係者の御尽力によりまして、新聞や各種メディ

アでも取り上げられるなど、町内外から大きな関心が寄せられておりますことから、交流人

口の拡大につながるものと期待をしているところでございます。 

  しかしながら、魚流館の建設には、多額の建設費用に加え、維持管理費も必要となることは

明白であります。そのため、効果的な展示方法や施設の在り方については、引き続き検討を

重ねてまいりたいと考えております。 

  次に、御質問の２点目についてお答えをいたしますが、ハマーレ歌津には現在７店舗が営業

しております。飲食や菓子、土産、鮮魚、野菜、食料品、衣料品、電気、釣り具など、幅広

い分野の商品が取り扱われております。 

  御指摘の海産物販売店舗については、現状では１店舗にとどまっているところであります。 

  また、ハマーレ歌津という名称には、波打ち際を意味する浜と、イタリア語で海を意味する

マーレとを掛け合わせた造語が用いられておりまして、海産物を連想させる響きが込められ

ております。 

  本町には、毎年100万人を優に超える観光客の皆様にお越しをいただいておりますが、その

目的の一つに海産物があることは間違いはありません。来客数が少ない要因を海産物店舗の

数に直結させることは、必ずしもそうとは言い切れないところではありますが、近年の来客

数がやや減少傾向にあることは事実であります。 

  ハマーレ歌津を含め商店街のＰＲや魅力づくりについては、引き続き事業者、それから株式

会社まちづくり未来と連携を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 御回答いただきました。 

  私がこれから話す魚竜館は、管の浜にあった魚竜の絵が描かれ、１階が水産物販売所、２階

が魚竜化石の展示されたのを、私的にはこれから魚竜館と言います。私だけじゃなくて、町

民皆さんが、通称そこを魚竜館と呼んでおりました。 
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  今、議会が、今回が最後でここの一般質問を立たせていただいておりますけれども、次に当

選しない限り再びこの場で議論することができないと思いますので、町民の皆様と約束した

ことだけは果たしたく、質問させていただきます。 

  3.11の震災で、化石をどうするか、３期目の方々は思い出してください。議会で議論した結

果、最初は入谷地区に保管する話がありました。しかし議会で、歌津の魚竜化石だから歌津

で保管することが大事だということで、歌津に置くことに決まりました。現在の石泉に一時

保管していることは、当時の議員であれば皆さん御存じのはずです。当時から一時保管して

いたのです。ぜひ再建して、展示施設への移行をすべきではないでしょうか。 

  町長も、このことについては一時保管だということは御存じのはずですけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 魚竜館とお話ししているのは、水産振興センターのお話でございますの

で、これまで何度も御質問いただきまして、そのたびに今回と同じような答弁をさせていた

だいておりますので、変わることはございません。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 最初に私申し上げたのは、通称を旧町でやっている魚竜館。だって、１

階が水産振興センター、２階が魚竜化石を展示する、２階合わせて魚竜館と通称旧町では呼

んでいたんです。だから、今は館で現場保管しているのがウタツギョリュウ、管の浜で現場

保管しているのがクダノハマギョリュウ。そういう建物で、魚竜館って通称私たちが言って

いる魚竜館は、１階が水産振興センター、２階が魚竜施設の展示場、それを通称魚竜館、魚

竜の絵が壁面にいっぱい描かれているんです。それを通称、魚竜館と呼んでいるんです。 

  町長はこう言っていますけれども、私は初めからそう言いますよって、そう言いますよとい

うことを申し上げて、この一般質問をしているんです。 

  ただ、私たち１期生は、そのことを議論しました。それは確実です。私と、お辞めになった

阿部建議員さんが、ここで、何で入谷に置かなければいけないのと。歌津の魚竜化石だから

歌津に置くべきだということで頑張って、歌津の石泉に一時保管しているんです。空調管理

をしながら。そういうことを忘れていたのでしょうか。当時、町長、なさっていました。そ

のことを記憶ありますか、ないですか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） １階は水産振興センターでして、食堂をやっていました。２階は、あそ
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こは歌津地区の漁具等の展示をしておりましたので、あの２階に（「化石の展示」の声あり）

いやいや、それはあなたの記憶。私の記憶はそうでない。三浦議員も、そうだそうだと言っ

ていますよ。そういうこと……（「魚竜館は別な……」の声あり）別なところにあるんです

よ。何か勘違いしているんですよ。 

  そういうふうな施設で、これまでの一連の経緯を言うとまた長々となりますのでお話ししま

せんが、あの水産振興センターの建設について、議員から質問いただいた際にも、あそこは、

何だっけ、補助金。（「地方創生」の声あり）地方創生の関係の施設で造ったものですから、

災害復旧の対象にはならないので建てられないということがあって、その話をしたときに、

及川議員ここで、議事録あるんですが、私が建ててやりますからというような話までしてい

るんです。だから、もしそうなんでしたら、あなたがここをやればいいんですよ。私こうも

言っているんですから、前に。 

  そして私、地元の人やる人いないんですかと。やる人いないんだったら、誰がやるんですか

と言ったら、及川議員、私がやりますと言っているんですよ。これ、答弁にあるんですから、

議事録に。そういうことも含めて、これまでの経緯をちょっと振り返ったんですが、ちょっ

とね、あんまり自分の都合のいいような話だけしないようにしていただきたい。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 自分の都合のいい話ではなくて、議事録にそうあったとすれば、その造

った後の委託先のことだと思うんです、言ったとすれば。造る億の金がかかるから、造るわ

けにはいかないので、お金がないから。委託する人がないんだという、振興センターをやる

人がないんだって、高齢でしないということがあったから造らなかったという、今記憶をた

どるとそういう話だったので。であれば、ないんであれば私がしますということを言ったか

もしれないんです。 

  そういう経緯が、前に委託されていた人は高橋さんという方で、その当時は総務課長は及川

明さんだったんですけれども、「いやあ、高橋さんにはできないと言われたから、しないん

だ」と。それで私も、当時、倉橋さんと２人で県庁に行ってきました。それが復旧できるの

かできないかということで、図面もないし、何もないんだって。そしたら、ちょうど小泉の

方が担当で、県庁では、「いや、設計書なくてもパンフレットがあるから、それで十分でき

るから、これとこれとこれの３つの補助事業を充てればできるから」ということを言われて、

その資料をもらってきて、議会で議会から担当課のほうに渡した、そういう記憶があるんで

す。できますよって言われてきました。 
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  今、倉橋さんは辞めて、いないんですけれども、どこかにいるかと思うので、そのことも分

かるし、説明した県の職員も、まだいる。小泉の方でしたので、いるはずだと思います。そ

の返事をもらって、ここでちゃんとできるからって言われてきましたよということを申し上

げました。そこは覚えております。 

  次に、Ｈｏｏｋｅｓの代表が新種を見つけたり、体験観光を実施したり、町にとっては貢献

度が大であります。福井県の恐竜化石も有名ですけれども、ウタツギョリュウも世界に誇れ

る化石ですので、観光の目玉になる要因が大であります。まちおこしには最高と思われます

が、いかがでしょうか、この点については。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） まちおこしに格好の題材ということですが、町も同じような認識をして

おりまして、今年は魚竜が国指定になって50周年ということで、シンポジウムあるいは講演

会、それから展示会ということで、ちょうど７月、８月。７月だっけか。（「７月19日です」

の声あり）７月19から３か月間やっておりますので、まさしく町の財産であります。宝物で

ありますので、今年はそういった展開をやっているというところでございまして、この間も

シンポジウムに、平成の森の体育館、本当満杯の方々においでをいただいて、ただやっぱり

我々、私、申し訳ないですが、私聞いても本当に専門用語がどんどん出てくるんで、なかな

かちんぷんかんぷんなんですが、やっぱりマニアックな方々が東京からも来るんですよね。

東京から来て、とにかくもう先生たちに専門的な話、質問するので、もう何を聞いているん

だか、何を答えているんだか、正直言って私はもう知識ないんでなかなか分かりませんでし

たが。 

  それはさておいて、いや、本当にね、東北大学の永広先生っていらっしゃるんですが、この

方は今、南三陸のウタツギョリュウは今、第３の黄金期だというようなお話をして講演をし

ておりますので、もう本当に化石を研究している先生方にとっては、歌津地区というのは本

当にもう宝物の場所だということで、皆さんが大変高い評価をしていただいておりますので、

これは町民として本当にうれしい限りだと思います。 

  こういった展開を今後とも進めていくということが、非常に歌津地区にとっては大事ですし、

南三陸全体にとっても、基本的には町全体として、化石として、どうじゃあ売り出していく

かというのを今その第一歩としてやっておりますので、引き続きこれをやっていきたいとい

うふうに思います。 

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。再開は２時30分といたします。 



１７３ 

     午後２時０９分  休憩 

                                            

     午後２時２９分  再開 

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  及川幸子君の一般質問を続行いたします。及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） それでは、先ほどに、休憩前に引き続き質疑いたします。 

  歌津の場合は化石、そして田束山、そして海の幸で観光になるのです。そこに光を当てるべ

きではないでしょうか。とてももったいないと思いますので、町長の見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 歌津地区で、観光施設としての来場者数ということでの捉え方の一つが

ありますが、まず歌津の民宿、令和６年ですが、歌津の民宿には１年間で約7,000人ぐらいの

方々がお越しをいただいておりますし、平成の森、野球場、グラウンド、多目的広場になり

ますが、１万人を超す方々がおいでになっていると。田束山には9,000人ぐらいの方々が、主

に多分つつじまつりのときにおいでになると思いますが、それくらいの方。 

  それから、釣り船が意外と健闘していまして、8,400人ぐらいの方々が釣り船でおいでをい

ただいていると。それから、歌津の夏まつりになると大体4,000人前後がおいでをいただいて

いるということですし、それからハマーレ歌津、11万人前後、11万5,000人ぐらいの方々がハ

マーレ歌津においでをいただいておりますし、化石発見については、これ先ほど言いました

が、やっぱり専門的なりますので人数的には落ちますが、900人ぐらいの方がおいでになって

いるという、こういった歌津の地区にはそれぞれの人を呼べるコンテンツがあるということ

ですので、これをしっかりと今後も磨きをかけながらというふうに思っております。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） それでは、２点目に移らせていただきます。 

  今、ハマーレの来客数11万人というお話が出ました。このハマーレ歌津の誘客についてです

が、牡蠣まつり、ほやまつり、わかめまつり、あわびまつり、各イベントをすると町外から

たくさんの海産物を買いに来られるんです。長蛇の列です。大変ありがたいことです。 

  これを年に１回ずつ数回するよりも、店舗販売すれば収益にも誘客にもつながると思うんで

すけれども、その辺はいかがでしょうか。それに合わせて、まちづくり未来さん、ハマーレ

の実績を押さえていると思うんですけれども、さんさんと比較すると、かなりハマーレのほ



１７４ 

うが落ちていると思うんですけれども、その辺の状況も併せてお願いいたします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 常設の販売店が入るか入らないかというのは、これは基本的に我々が決

める話ではなくて、これはもうまちづくり未来の皆さん方が決める話でございますので、そ

こに我々がこうしたほうがいいということに、なかなかこれは言えるものじゃない。一企業

が経営しているわけでございますので、そこはしっかり御理解いただきたいというふうに思

います。（「実績、ハマーレの」の声あり） 

○議長（星 喜美男君） 実績。商工観光課長。 

○商工観光課長（宮川 舞君） 実績というところですけれども、令和６年の実績で言いますと、

先ほど町長からお話ありましたハマーレ歌津は約11万5,000人程度、それに対しまして、さん

さん商店街のほうは約60万人弱となっています。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 60万人弱ということは、６分の１。さんさん商店街の61ということなん

ですけれども、さんさんのほうは夜のお店が34店舗あるうちの夜は閉まっているということ

なんですけれども、考え方、今、町長が、まちづくり未来の会社の経営だから、そこまでは、

店舗を持つまでのことはどうこう言えないとありますけれども、やはり私は、歌津に来る人

たちは水産物を目当てに来る人たちが多うございます。そうしたことを考えると、例えば仮

にですよ、漁協さんがそばにあります。漁協さんには漁業者が水揚げをします。そうしたも

のを仕入れて売るようにすれば、格安のものを売れて繁盛できるんじゃないかなという、こ

れは私の考えですけれども、そういうことがうかがわれるので、店舗販売をしたほうがいい

のかなという考えなんです。 

  それを、まちづくりがするしないかということは、もちろんまちづくりだけでなくて、それ

をやる町民の人、漁民の人、そういう人がいればかなうわけですけれども、あるいは漁協が

自ら手を挙げてやるというような方法もあるかと思うんです。それを私は話しているので、

あくまでもまちづくり未来さんにお店を出してくれということではないですので、その辺の

誤解のないようにお願いします。 

  それから、６月議会で、水産振興センターはつくらないと言われました。魚竜館は１階と２

階がセットでありました。私が言っている魚竜館は、昔の歌津、あの壁に魚の絵が描いてあ

る、それを魚竜館と言っていますから、クダノハマギョリュウの現地ではなくて、そのよう

な魚竜館を言っていますから、それが復旧すべきではないかと思っています。今でも思って
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います。 

  それで、令和４年で復旧工事が終わり、111億円返還しました。この魚竜館及び水産振興セ

ンター、復旧しなかったことの責任は誰にあるのでしょうか。私は町民に対して自責の念で

いっぱいです。ここで度々言っていますけれども。これを作成しながら、自分ながら涙が出

ました。復旧しないこと、長年。お金がないというんであれば、各種基金が120億あります。

それを取り崩ししても、するべきじゃないかなと私的には思うんですけれども、この辺いか

がでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ハマーレ歌津に水産販売の店が必要だということで、今いろいろアイデ

アを出していただいたようですが、直接あとはまちづくり未来に及川幸子議員が行って、こ

ういうやり方ってあるんじゃないですかというアイデアを提供していただければ、まちづく

り未来のほうでもいろいろ検討するんじゃないかというふうに思いますので、どうぞその辺

はお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川議員、今２点目に行っているはずなんだけれども、行ったり来た

りしているから、ちゃんと注意して発言してください。及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 今、まちづくり未来さんが、何割、３割。３割ですか。株を持っている

というのが、町では。まちづくり未来さんの株。（「25％」「町で持っているあれでしょ」

の声あり）まちづくり未来さんの。（「町から25％」の声あり）25％ですか。それを持って

いるんであれば、何も私が行くよりも、町長のほう、町側が、まちづくり未来さんと、こう

いうのあるんでないの、ああいうのあるんでないのと協議しても構わないと思うんですけれ

ども、その辺、協議する必要がないと言うのか、どうなのか。その辺お伺いします。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 出資割合でそうですが、実際に経営に当たっているのは、まちづくり未

来です。ハマーレ歌津をどのように展開していくのかということについては、現状の店舗の

皆さん方とのいろんなその辺の兼ね合いもあると思いますので、そこは会社としての方針と

いうものがございますので、何でもかんでも行政だからって口を挟めばいいというものでは

ないので、そこはしっかりと、その辺の部分というかな、お互いのわきまえる部分というの

がありますので、そこは一つ御理解いただかないと、何でもかんでも行政行政って話になっ

てしまいますので、そこはしっかり考えていただきたいなと思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 
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○８番（及川幸子君） 何でもかんでも行政がという、私的には、都合のいいことはそうやって

一緒にやって、都合の悪いことは投げてというふうに聞こえるんです、私的には。だから今

のようになるんですけれども、今まで復旧しなかったことに対して、私は憤りを感じている

んです。町民の皆さんからは必要性を、すごく必要とされていながら、何回も何回もこの場

でも復旧・復興を唱えても、ここまでもできないできた。情けないんです、自分自身が。こ

こまでこの議場で何回も話しても復旧できなかった。町民に対して、おわびしてもし切れな

い。 

  今回で私も、今議会で終わって、この次この議場に来られるかどうか分からないので、今こ

の場で申し上げておりますけれども、時間もないので。 

  この復旧できなかった。私も県まで行って、復旧できるよということまで言われてきて、そ

れから10年も。平成29年か30年でした。だから８年か９年、この議場でずっと言い続けてき

ていますけれども、私的にはあまりにも歌津の復旧が遅れていることが否めないんです。だ

から、最後で、誰の責任なのかということまで申し上げましたけれども、今後もこれについ

ては期待できないのかなという思いで、情けなく思っております。 

  お金がない、補助がないと言うんであれば、先ほども言いました。本当にやるつもりであれ

ば、基金が120億あります。その中から１億、２億取り崩せばできるんじゃないかと私的には

思うんです。 

  最後になりましたけれども、今までかかってできないことが、今ここでできるよということ

が言われないと思うんですけれども、最後にもう一度再確認して、私の質問を終わりたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 一番のこの問題についての根幹は、及川議員が、制度とか法律とか、そ

ういった根本的なことを全く理解をしていないで、自分の言いたいことだけ言っているから、

こういうことになるんですよ。我々だって何とかという思いがありますが、基本、この復旧

の問題については、復興庁のほうが、こういうのは一切認められないと。現実にそういうよ

うなことを突きつけられて、我々もそういった交渉を断念せざるを得ないということできま

した。 

  それから、120億の基金と言いますが、これ基金の使い道というのは決まっている。何でも

かんでも基金があるから何にでも使えばいいというものではない。そういう財政運営は全く

できませんので、そういう基本的なことだけもちゃんと理解をしていただきたいというふう



１７７ 

に思います。 

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。 

○８番（及川幸子君） 基金だからといって、何でもかんでも使えるというわけではないことは

承知しております。しかし、全然余力がないわけではないと私的には思います。 

  これで最後の一般質問になりますけれども、これにて終わります。御清聴ありがとうござい

ました。 

○議長（星 喜美男君） 以上で、及川幸子君の一般質問を終わります。 

  これで一般質問を終了いたします。 

  お諮りいたします。本日は議事の関係上、これにて延会することとし、明５日午前10時より

本会議を再開し、本日の議事を継続することにしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（星 喜美男君） 異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会す

ることとし、明５日午前10時より本会議を再開し本日の議事を継続することといたします。 

  本日はこれをもって延会といたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

     午後２時４５分  延会 

                                            

  この会議録は、事務局長高橋伸彦が記載したものであるが、その内容が正確であることを証

するため、ここに署名する。 
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